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平成15年度第3回静岡市市民活動推進協議会会議録 

１日 時 平成15年12月5日(金) 午後6時～9時 

２場 所 財団法人静岡総合研究機構会議室 

３出席者  

(委員) 日詰会長、坂野副会長、池田委員、小野寺委員、木村委員、工藤委員、甲賀委員、 

高岡委員、武仲委員、谷澤委員、中川委員、野口委員、服部委員、東山委員、松木委員 

(事務局) 渡辺参与兼市民生活政策課長、木下統括主幹、田中副主幹、宮城島主任主事 

４傍聴者 ０人 

５議 事 

○日詰会長 それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

 本日の会議録署名人は、日詰会長と名簿番号５番の木村委員にお願いいたします。 

 議事の１番目ですが、市民活動基本指針中間報告案について事務局からご説明をお願いいた

します。 

○事務局 それでは、お手元の資料の素案２というものをごらんください。 

 皆さんには、メーリングリストを通じて、送付させていただいておりまして、１週間ほど前

に一度この前の段階のものを送付させていただいていろいろご意見を送っていただきましたの

で、きのうの夕方ぐらいにこれと同じものをお手元の方に送付させていただいております。 

 それでは、細かいところについてはそれぞれで見ていただいているということを信じさせて

いただきまして、概要と、あとポイントポイントで中身の方を少し触れさせていただいて、あ

と議論の方の時間の方をたくさんとらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。それでは、２ページの方をごらんください。 

 最初に、概要というものをつけさせていただきました。こちらの方の概要は、後ろの方の内

容を要約したものを、ここに概要として示させていただいております。 

 構成としましては、１カ所だけ順番が変わるんですけれども、一番下の目標を第１章でお示

しして、市民都市静岡市を実現していきたいよと、指針で実現していきたいよというものに対

してお示しします。 

 第２章では、現状はこうです。現状に対して、こういうような課題がありますねというよう

な、行政側の理解を第２章で示しております。 

 第３章で、その課題をどういうふうに理解して、どういうふうな方向で取り組んでいくかと

いうような方向性を示してあります。その方向性に基づきまして、具体的な施策を第４章で示



していると、そういうような格好になります。 

 それでは、まず概要の上から順に説明をさせていただきます。まず、現状とそれに対応する

課題ということで、４つに整理させていただきました。 

 １つは、物の豊かさから心の豊かさへと、よく言われている言葉ですが、これを課題として

多様化・個別化したニーズへの対応と。単純な物の豊かさ。要は、物の豊かさから、それぞれ

の個々の多用化した個別化したニーズへの対応というような理解をさせていただきたいと。 

 次に、財政悪化。あと従来の行政の仕組みの機能不全ということで、お金がないよというよ

うな話と、あと今の社会に従来の行政がうまく対応できなくなってきましたよというような現

状があって、それに対して地方分権で自己決定、自己責任の方に移行していきましょうと。そ

して、解決していきましょうというようなことで決定させていただきました。 

 次に、従来型地縁組織の弱体化と市民活動の台頭ということで、従来型地縁組織というのは

昔からの町内会や自治会、これらの組織がだんだん弱体化していくというところで、市民活動

が活発になっていったというような現状があって、それに合わせて広い意味での公共的サービ

スの担い手や仕組みを見直していきましょうというような課題を設定させていただきました。 

 最後に、情報技術の進歩、あとはネットワーク社会化の進歩ということで、インターネット

を初めとします技術の進歩でネットワーク社会が進んだんですけれども、これはただ単純に技

術が進歩しただけでなくて、社会が今までのどっちかといえばピラミッド型のような組織の社

会からだんだん分散型のネットワーク型の社会にも進んできたと。それに対応して、そういっ

た双方向分散型の社会への対応ということが課題となってきたのではないかというような認識

をさせていただきました。 

 このような現状と課題に対しまして、基本的には従来の仕組み、やり方では対応できないと

いうのが基本的な認識としてあるということです。それに対して、どうして協働が必要なのか

というようなことを考えさえていただきました。協働の中身ですけれども、広い意味での公共

的サービスをだれがどの公共的サービスの提供、役割を担うのか、最もよいかを常に考え、行

政の役割は何かを理解し、最適な役割を担うこと。今までは、どうしても公共的なサービスと

いうのはどうしても行政に頼りがちであったと。ところが、これからは行政がやっていくと、

どうしても平等とか公平性が表に出てうまくそれぞれの多用なニーズに対応しきれないという

ようなこともあるし、スピードにもついていけないというようなことがありますので、それぞ

れのサービスについて、だれが一番役割を担うのがよいかを考えて、その中で行政の役割は何

かということを理解して分担していきましょうというふうに考えました。 



 じゃ、行政の役割は何ですかということで、そこに３つ挙げさせていただきました。 

 １つはプロバイダー、供給する役目、サービスを供給する役目からコーディネーターへと。

プロバイダーの役目がなくなってしまうわけではないんですけれども、コーディネーターとい

う役目の比重が大きくなっていくのではないか。直接、サービスを供給するのではなくて、こ

れはどこのどの施設に、どういう人たちが供給プロバイダーになったら最適かというような調

整役を行政がやっていくことになるのではないかというのが一つ。 

 もう１つは、協働の意識の定着ということで、今までは行政がやるかやらないか。こういう

ニーズがあるのだけれども、これは行政の方でやってくれるのか、それともやれないかなとい

うようなことではなくて、いろいろな市民活動や機能が、いろいろなセクターがそれぞれの役

割を果たしていくという中で、行政とそういうセクターの共存という考えがあるのではないか

と、それが大事ですよと、そういう意識の定着が必要だということです。 

 それと、最後にプロセス重視とありますけれども、どうしても今までは事前確定的な取り組

み、要するにこういうような課題があって、それに対してこういうサービスをしていきましょ

うと。もうサービスをしていきましょうということで、予算が決まった時点で課題に対する解

決策が決められていくというような事前確定的な行政のやり方というのがありました。では、

市民活動とか企業とか、いろいろなところと協働していくということになりますと、最初に始

めるときに、じゃ結果として何をやってどういうふうな結果になるかということがわからず、

やっていく協働の中で、一緒に考えて解決していくということになります。結果も当然大切で

すが、そういうプロセスを重視するという考え方が非常に大切になってくるのではないでしょ

うかということを１つあって、この３つを行政がちょっと考えていかなければならないのでは

ないかというような理解をしました。 

 このような方向性の中で、具体的な施策に取り組むわけなんですけれども、基本的には協働

の相手、今回の趣旨は企業よりも市民活動の方に一応出していただいておりますけれども、協

働の相手である市民活動の充実を促すということが１つの方向性。それと、もう１つは協働の

機会をとにかくふやしていきましょう、そういうような大きな方向性のもとに３つの柱を設け

まして、１つは市民活動の育成の推進ということで、市民活動をいろいろ拡大、充実していき

ましょうというのが１つの柱。協働の相手であるそういう市民活動の育成が進みましたら協働

を推進してやっていきましょうと。協働が終わりましたら、一番下の協働にかかる検証、評価

の推進というような格好でちゃんと評価して、フィードバックして次に協働につなげていきま

しょうというような順序になっています。 



 ただし、この順序のままで行きますと、まず育成があり、それで推進、協働があって検証、

評価ということになっています。実際にはもう十分協働を進められるという段階に来ている市

民活動も当然あり、もう協働が進んでしまっているという場合もありますよね。順序としては

１、２、３ですけれども、施策の１、２、３それぞれすぐにでも取り組みましょうというよう

な格好でやっていきます。 

 最終的に、目標とするところが市民都市静岡市の実現へということで、ここに、目指す姿を

書いてあります。真ん中の枠の中だけちょっと読ませていただきますけれども、静岡市が目指

す市民都市とは、自立する市民が自ら積極的に行政や企業との協働を通して一人ひとりの能力

を発揮し、限りある財源や人材などの資源を有効に組み合わせることにより、よりよいまちづ

くりに主体的に参画しますというような定義づけをさせていただきました。こういう市民都市

を目標に取り組んでいくわけですけれども、この市民都市の実現を支える柱として、去年度、

懇話会の皆様に提言いただきました３つの柱、自立した市民都市、スクラム市民都市、開かれ

た市民都市ということで、やはり自立した市民都市は、市民、行政職員が高い意識を持って行

動する。スクラム市民都市は、相互理解と信頼関係を築く。開かれた市民都市づくりは、市民

がまちづくりに参加できる仕組みをつくる。このような３本の柱に支えられている市民都市、

これを目指していきましょうというような格好になっています。説明は以上です。 

○日詰会長 ありがとうございました。 

 それで、きょうは一応２時間程度の時間を考えておりまして、メーリングリストで議論いた

だいている細かい文言の表現については、申しわけありませんがきょうは少し割愛をさせてい

ただき、概念といいましょうか、あるいは内容、それらを中心にご議論いただきたいと思って

います。 

 それで、一応２ページにあります概要、つまりこれがこの指針の骨組みといいましょうか、

骨子になっているわけで、この概要をそれぞれ文章化していったものが、１章、２章、３章、

４章というような形で展開されていくわけです。 

 したがいまして、この概要のところの議論を先に済ましたいと思います。もし、このところ

でいろいろな問題が出てきたら、それを修正してまたもとの方に、もとといいましょうか、構

成をもう一度考えてみるということになると思いますので、とりあえずこの概要のところの議

論を先に済ませておきたいと思います。 

 したがいまして、今、事務局からこの概要について説明があったわけですけれども、この内

容について皆様の方からご意見をお伺いしたいと思います。どんな点でも結構ですので、よろ



しくお願いいたします。質問でもご意見でも、どんなところからでも結構です。 

○小野寺委員 この概要がコンテンツになったというような感じで説明されたと思うんですけ

れども、第１章と言われたのが、確か目標だったと思うんですけれども、先ほどの説明だと。

そうでしたよね。 

○日詰会長 はい、一番下のところ。 

○小野寺委員 一番下が第１章で、第２章が課題でしたか。現状と課題でよろしいですか。 

○日詰会長 はい。 

○小野寺委員 現状と課題というと、この概要でいきますと一番上の４項目のところになりま

すよね。その次に、コンテンツの方にいくと施策の方向ということなので、多分協働が必要と

かというようなことで理解してよろしいですか。 

○事務局 はい。 

○小野寺委員 それで、最後の具体的施策のところが、協働の推進と市民活動を支えるための

施策というところに集約されているということでよろしいんですか。それで、本文の方の説明

に入ったときに、最初のところのプロローグに関しては、最後にくるということですね。違い

ますか。 

○事務局 概要で、どういうふうに取り組んでいくのかという順番は、現状、課題で、こうい

うふうなのに対して方向が決まって、具体的な施策やって、そうすると最終的にここにたどり

つきますよというような対応の形になるんですけど、作業部会の協議の中でやはり目指すとこ

ろを最初に持ってきた方がいいんではないかということでこのようになりました。 

○小野寺委員 でも、内容としては第１章が目標だったので、やはりプロローグのところは第

１章に来るということでいいんですか、そういう理解で。 

○日詰会長 プロローグが目標ですね。 

○小野寺委員 そうですね、はい。 

 なぜ確認したかと言いますと、概要が最初に来てコンテンツが来る。だとするとプロローグ

というタイトルになっていて、第１章の目標という、最初にそれが来るというのをちゃんと出

しちゃってもいいのかなというふうに思ったので、説明を聞きながら。それじゃ最後に説明が

あるけど、３本の柱へというような。でも、これは基本的には提言と一緒ですよね。そうです

ね。すみません。自分一人で納得して。皆さん、おわかりになってますね。 

○服部委員 わかりません。 

○事務局 概要の方に、例えばここが１章だよとか２章だよっていうのが書いてあった方がわ



かりやすいでしょうか。 

○小野寺委員 違う違う。そういうことではないです。説明と後でくる内容というのが、そう

いう順番に変わるのかなと私は思ってしまった。そういう順番で言ってくださったのかなと思

ったので、そうするとこの中身は順番が変わるのかなとちらっと思ってしまった。 

 でも、第１章は確かプロローグのところだったようなので、でも私たちの説明にわかりやす

いようにこっちにありますよと最後につけ加えてくれたということですよね。こういう理解で

いいですよね。それをちょっと確認したかったということです。 

○日詰会長 あえて、例えばこの骨子ですけども、骨組みの中で目標が下に続けられていると

いうことと、それから実際の指針の表現の仕方というのが、そのプロローグ、つまり目標に当

たる部分から入っていくところのその辺の、これかなり庁内の方で議論があって、いろいろ工

夫があってこういう形になったと思うんですけれども、その辺のところをもう少し事務局から

触れていただければわかるんではないかと思うんですけれども。 

○事務局 概要のつくりは、やはりこういうふうな順序でこうなりますよということでつくり

ました。しかし、最初は実際にそのプロローグというのは一番後ろにくっついていたんです。

それを、後で前に持ってきた。なぜかといったら、最初にその目指すところを読まないと、そ

の次の取り組みとかも読めないのではないかというような議論もありまして、それでこういう

格好にさせていただいたんです。 

○日詰会長 基本的には、目標というものがあって、それからそれに至るプロセスというよう

な形で進行していくだろうと思うんですが、本文の方の概要構成というのは、提言の方の中身

と合っているということですね。 

 そしたら概要のところの表現の仕方が、要するに本文の構成と少し順序が違っているという

ことになります。 

 木村さん、どうぞ。 

○木村委員 感想的なことでもいいのでしょうか。 

○日詰会長 結構です。 

○木村委員 こういう入り方というのは、僕はとてもすばらしいと思います。まず普通は、例

えば前垂れみたいなのがあって、それから現状へ入ってという、我々の提案は確かそうでした

よね。 

○日詰会長 はい、プロローグから入って。 

○木村委員 最初にこういうものが出てくるほうが、ポジティブな印象になります。それをと



りあえずイメージとらえて、それから進めていくという構成は、非常にいいと思いました。 

それと、我々が苦戦してまとめた提言の冗長な、あるいは情緒的な表現などをほとんどそぎ落

としてあり、筋肉質のというか、非常にスリムにしていただいたんで、いい意味で簡素、簡潔

な形になっていると思いました。ただ、惜しむらくは簡潔になり過ぎていて、中高生の教科書

にも使えるようなものにしたいという意味では、児童・学生でも親しく読めそうな表情を持っ

たものになるといいなという気がいたしました。 

それで、実はこれ池田さんからお借りしたんですけど、これは、群馬県が21世紀のプランと

いうことで、数年前に県民向けに有料で配布している冊子です（現物を回覧する）。平成13年３

月に作成した「21世紀私たちの基本」という2冊がセットになったものなのですが、ひとつは絵

本のような仕上がりになっています。非常にお金がかかっていますので、形じゃなくて中身、

表現の仕方などの点、つまりどれだけ市民にわかりやすいで出していくかという見本として、

参考に見ていただけたらと思います。どうせつくるのなら、職員や市民だけじゃなくて、中高

生の総合的な学習などでも活用できるようにしたらなという希望を持っております。 

○日詰会長 ありがとうございます。 

 甲賀さん、今、この概要の骨組みですけれども、これについて議論しておりまして、一応こ

れがきょうのメインのテーマになっております。この構成についてご意見を伺っておりますの

でお願いいたします。 

 あと、木村さん、要するにこういう構成といいましょうか、骨組み、これについては何かご

意見ありますでしょうか。 

○木村委員 読み手への提示の仕方の問題でしょうか。 

○日詰会長 というか、一つ一つのこの中身といいましょうか、現状と課題、現状の中で５つ

ぐらいのこういう問題を掲げておいて、その中の課題というような形で進んでいって、それを

具体的に対応していくためにはどういう仕組みをつくったらいいのかという形で進んで、それ

をさらに実現するための具体的な取り組みとしてどんなものが考えられるのかという、そうい

う流れになるだろうと思うんですけれども、それをもう少し各章の方へ具体化していけば、こ

の本文になっていくと思うんですが。今、木村さんがご指摘になられたのは、特にこの本文の

方の記述の問題……。 

○木村委員 はい、そうです。 

○日詰会長 こういう構成で。 

○木村委員 目次にもあるので、やはりまず全体像を図解的に示すということですよね。それ



は、基本的には反論はしないというか、いいと思います。ただ、どうせつくるのならおしゃれ

な図にしてほしいなと。最初ですからレストランのメニューじゃないですけど、やはり食欲を

そそるようなものです。 

○事務局 最後、これ印刷になるときれいになるかと思います。 

○木村委員 異論はありません。 

○日詰会長 ありがとうございました。 

 ほかに、こういう構成でつくっていくというところでいかがでしょうか。 

○松本委員 おくれてきてすみませんでした。 

 ちょっと、今の概要の部分で気になった点がちょっとあったんですが、一番上に書かれてい

る「市民都市実現に向けて」というのは、この素案の表には「分権社会実現に向けて」という

ふうになっているんですけれども、この辺って何かあるんですか。どっちが先だったのか、ど

っちを後から書いたのかよくわからないんですけれども。「市民都市実現に向けて」というタイ

トルが、概要のところを見るとね。要は、素案のタイトルっていうのは「分権社会実現に向け

て」というふうになっていますが。 

○事務局 はっきりと決まっていないので、選んでいただけるとありがたいんですが……。 

○東山委員 それで、それに関連して、市民都市というのもよく考えるとわかったようで、何

か結構面妖な言葉だなというか表現みたいに思えちゃうんですよね。それも私の印象です。 

 それと、あとこの四角い枠の真ん中で現状、課題、それで例えば具体的解決というのか具体

的施策はいいんだけど、その間の共通理解というのは、この「理解」というくくりが何かこの

タイトルが、もうちょっと何かぴったりな言葉ありそうだなという。私も提案できないので、

ちょっと「理解」というのが何か誤解しそうだなという気がします。感想はそんな感じです。 

○池田委員 多様化、個別化したニーズへの対応って、現状から課題でこの多様化、個別化し

たニーズへの対応っていうのはもう10年ぐらい前から言っているような気がします。今から課

題としていくんだろうかという感じがします。でも、次の言葉がないのでわからないんですけ

れども。 

○木村委員 僕が言うのもおかしいんですが、確かにおっしゃるとおりなんですが、ただ、だ

から新しい課題、21世紀の新しい課題ではなくて、３年も５年も７年前でもあったと思うんで

すけれども、ただほとんど解決されてないし、特に行政の対応という面ではおくれています。

やはりここで出していった方がいいかなと思います。 

 新しいのでと書いてあるわけじゃないんじゃないかというふうに、僕は理解しました。行政



的な対応は、やはり資本の対応なんかは生死がかかっていますから、これやっていかないと企

業はこうなっちゃうんですけど、行政はそうじゃなかったんで、やはり行政的な課題としては

むしろこれからで、何もやってなかったとは言いませんが、というふうに僕は思いました。 

○池田委員 次の３つの点は、すごくわかるんですけれども、こういうふうに行こうとしてる

なというのはすごくわかるなと思いました。 

 やはり、私も視点としてはこれを中学校や高校生が教材として使えるかな、使ってくれたら

いいなって思いの中で読ませていただきました。そういう点では、もしかしたら使えるんじゃ

ないかなという思いでしたね。積極的な先生がいらっしゃれば、教材として使ってもらえるん

じゃないかなという思いで読ませていただきました。 

○日詰会長 ほかにいかがでしょうか。服部さん、どうぞ。 

○服部委員 私もすみません、言葉をとらえてというふうに言われると困るんですが、現状の

３つ目の従来型地縁組織の弱体化というところがどうしても引っかかります。大きい意味でい

えば市民活動なので、それと市民活動の体系と分けていくっていうのがすんなりとこないんで

す。この地縁型組織の弱体化というのをどこまで指しているのかというのになるのですけど、

町内会なのか子供会なのかＰＴＡなのか。どこら辺まで含めているのかわからないんですが、

決して弱体化しているばかりではないというふうにかかわっていると思うので、大きい意味で

市民活動の１つですし、ちょっとここは引っかかる表現だなと思います。 

○日詰会長 今のところ、１つ出てきていますのは、先ほど松木さんがお出しになられた最初

の表紙とあとのタイトルと、この概要のところの市民都市実現、それから表紙の方は分権社会

の実現に向けて。このあたりは、まだ検討の余地があるわけですよね。どっちにするかという

話で。それから、もう１つは東山さんの方で出された市民都市、実はこれ去年もいろいろと思

い入れがあって、私ども概念化したものですけれども、なかなかわかりづらい概念かもしれま

せんけれども、ただ３ページのところでどういうものなのかということを具体化されています

けれども、恐らくこの辺のところのご理解だろうと思うんです。これ１つの大きな論点になろ

うかと思います。それから、あと「理解」のところのタイトルなんですけれども、これは何か

検討の段階でほかの表現はありましたでしょうか。 

○事務局 例えば、施策の方向とか、行政の取り組みの大きな方向性みたいなものの方がいい

かなという感じ、私今、読んでて思ったところなんですけれども。 

○木村委員 「理解」よりは、確かにこれのほうがいいです。 

○東山委員 何か気持ちが。腑に落ちるというか。 



○日詰会長 もしほかに、このところの「理解」にかわるような表現の方法で、何か皆さんの

方でアイデアがありましたら。 

○高岡委員 現状、課題ときたら、解決の方向みたいなことの方が。行政的には施策の方法で

しょうけど。 

○日詰会長 解決の方法ないしは解決の手段、施策の方向。ほかにございますか。 

○東山委員 ちょっと引っかかったのは、最初の概要のところのその現状、課題でね、最初の

左側の一番の枠のその「物の豊かさから心の豊かさへ」ということで矢印が引っ張って、課題

として多様化、個別化したニーズ。漠然とイメージはわかるんだけれども、よく考えるとそう

かなという、何ていうかこの課題がここからいきなり引っ張り出されちゃうというか、それが

かなり漠然としたことを狙っているから、そう言えばそうかなという気がするんですが、この

対応がね、ちょっと疑問に思いました、私として。 

○日詰会長 現状のところ、つまり物の豊かさというものから、心の豊かさへ社会が動いてき

ているという現状の認識のあたりはよろしいんでしょうか。この表現そのものの。 

○東山委員 断定されちゃうとちょっとという気はしますよね。 

○事務局 では、そこはちょっと。内容はともかくとして、ここは今回文章を短くしようと、

概要もそうですけど、中身もそうなんですね。というような意図がありまして、若干誤解は覚

悟で書いているような部分もございます。ただ、それがいいか悪いかというのは当然あります

ので、その辺はもう少し出したほうがいいのであれば、ご指摘いただければと思います。 

○日詰会長 象徴的なところを表現するということでしょうかね。 

○事務局 そうですね。 

○日詰会長 その辺の中身については、本文を読んでみてくださいという、そういうアプロー

チでしょうか。したがって、今、東山さんがお感じになっておられるのは、もんもんとしたも

のが、その４ページの中身でうまく解決されているかどうかというところだろうと思うんです

けれども、そこでうまく解決されればよろしいんですけれども。そうでないとすれば、もうち

ょっとこの辺の表現の方法とか仕方を考えてみる、検討してみるということになるわけです。 

 先ほど最初に東山さんからご指摘いただいた「理解」のところですけれども、今、「施策の方

向」とか、あるいは高岡さんがおっしゃったような「解決の方向」とか「解決の手段」という

のは、「理解」とは違う表現ですね。それはご検討いただけますでしょうか。 

○木村委員 すみません。その関連で、現状・課題施策など、表題が簡潔なんですけど、ちっ

とやはり事務的に冷たい感じがします。ここは、やはり最初に出会うところですから、例えば



「解決に向けて」といった親しみやすい表現にしたいですね。 

○日詰会長 工藤さん、先にどうぞ。 

○工藤委員 私も、木村さんと同じような感じで、現状があって、いきなり課題というとすご

い飛び過ぎたような気がするんで、現状があって望むべき姿とか求めているもの、それをする

ために課題、こういう課題で施策があるという感じで、「理解」じゃなくてあるべき姿とか望む

べき姿だとか、そういうやわらかい言葉にして、それがこの自立した３つの柱にちょっとつな

がっていって、それが目指すもので、それで具体的施策というのだと、なんとなく流れ的に。 

○日詰会長 そうすると、左側にある言葉、現状とか課題とか理解とかっていうこの表現をも

う少し工夫すればいいと。 

○工藤委員 そうですね。やわらかい言葉で。 

○日詰会長 やわらかい表現ですか。 

○工藤委員 現状が見えて、すぐ課題ってなるものですか。その間にやはりあって、そこが大

事なような気がするんで。簡潔にまとめてくださっているので、余りそれを掘り起こさなくて

もいいかもしれませんが。 

○小野寺委員 私は、現状と課題のところなんですが、この４つの項目というのも順番がなく

て、最初は個人の価値観みたいなことの変化の関係等から課題に移していて、次は経済社会み

たいな形になって、次はここにきて情報化みたいな提案をしてるんですけど、さっき服部さん

が言われたことだけど、個人の次がコミュニティーとくれば、従来型、価値観が変わったため

に地縁組織というあれっていうのはつながるかなと思うんですけれども、それで市民活動が何

ていうのかな。個人だけのことのために、その次の財政悪化とかというのを言っているわけじ

ゃないですよね。経済社会全体のことを指しているので、そういう順番を変えると、まだ従来

型地縁組織弱体化というのも個人化というのかな。そういう部分でわかりやすいというような

気がちょっとしたんですけど。何でその、これもすごい無理やりかもしれないんですが、私が

こう決めつけてしまっているのですが、それがちょっとかなという。 

○日詰会長 そうですね。服部さんも、先ほどご指摘になっておられた点で、従来型地縁組織

の弱体化といったときに、要するに地域にある地縁的な組織全部がそうなのかというご指摘な

んですけど、この辺の何か。つくられたときの認識の。 

○事務局 そこはやはり議論もありまして、どうなのかというところだったんですが、ここも

誤解を覚悟で実は都市部におけるコミュニティーの、地域コミュニティーの状況ですね。もう

一般的にこういうふうに言われているだろうと、一般的な認識としてはこうじゃないかという



ことで、方向に見れば当然たくさん活発なところもあるし、むしろ進んでいるところもあるか

もしれないけれども、全体としてはこうだろうということで書かせていただきました。 

○坂野委員 でも、最後の用語解説のところに、市民活動の定義というか説明の中で、やはり

市民活動には企業や地縁団体による活動もあるというふうにうたっているので、それを分けて

区別して書いていいのかなと、私は疑問に思ったんですけれども。 

○事務局 そこですね。そこであえて、ポイントとなるのは従来型というのがついているとこ

ろなんですよ。だから地縁組織であっても、従来型からうまく脱しているところはいいと思い

ますけども、もう従来の流れを引きずっているところはだめだというような意味合いだと思っ

ていただけるとありがたいです。 

○日詰会長 なるほど。そういうところにも配慮されているわけですね。要するに、大きなト 

レンドというか、それを非常に短いコンパクトな表現にまとめているということなんですね。 

○事務局 この部分に関しては、最初は、「地域コミュニティーの崩壊」という表現でした。し

かし議論の中で、そこまで言って良いのかという話で、従来型も入れて、「コミュニティー」で

はなくて「地縁組織」、「崩壊」という言葉も削って「弱体化」という言葉にしました。 

○服部委員 「と」って分けるからわかりづらい、「弱体化と」。「弱体化をしている」「市民活

動は台頭している」というふうに分かれますよね。 

○松木委員 そういった意味でいうと、今のところですけれども、この現状が通じている、い

わんとしていることはわかるんですよ。従来の市民活動、もし地縁組織を市民活動ととらえた

らね。従来の市民活動から新たな市民活動に変わってきたというのはわかるんですけれども、

じゃ、その課題として公共的サービスの担い手や仕組みの見直しというのが課題になるのかな

というのがちょっとあるんですけど、そうなると。いわゆる市民活動の変化というものが、イ

コール課題として出てくるのは、担い手や仕組みの見直しということにつながるのかしらとい

うことになってきますよね。 

○日詰会長 多分、これは恐らく町内会、自治会みたいなところがかなり意識されているのか

なという気がするんですよね。 

 従来、行政がうまく町内会、自治会を使って下請化してきていて、そういったこれまでのあ

り方を根本的に見直していったらどうだろうかというような、そういう思いがこの矢印の下の

ところに書いているのかなという気がするんですね。 

 その一方で、そういう下請化をかなり嫌う市民活動というものが台頭してきていて、その両

者のコントラストというのはあるわけですけれども、そういう中で行政の立場として新しい公



共サービスの提供のあり方というものを見直してみるとか、あるいはこの公共サービスの担い

手、あるいは役割分担ということなんだろうと思うんですけれども、そういうことも含めて弱

くなってる部分、それからもう一方で強くなりつつある部分というその現状の中で、行政も従

来型のサービス提供の仕組みを今、改めていかなければならないという、そういう問題意識を

ここで表現しているのかなと私は受けとめたんですけれども。それでいいんでしょうかね。 

○事務局 ありがとうございます。 

 後ろの方に、書けているかどうかが、ちょっと気になるところでもあるんですけど、伝えた

いところはそういうところです。 

○日詰会長 だから、要はこの概要のところで全体の構成というものをわかりやすく示したい

という意図が多分あると思うんですよね。そのところの表現の方法が、うまく読みとれるかど

うかということがポイントなのかなと思うんですけれども。 

要は、市民が読んでいただくということもそうなんですけれども、やはり行政の内部におられ

る職員の方々がきちっと理解していただくということも、１つの大きなポイントだろうと思う

んですよね。そうなってくると、市民もさることながら、やはり行政の方々にきちっとわかっ

ていただく。 

○木村委員 松木さんのおっしゃっているのと同じことかどうか自信がないんですけど・・。

確かにここのところでちゃんと読んでいくと、従来型の地縁組織が崩壊するというか弱体化す

るとか、とにかく衰退傾向を見せていますね。そこで当然、地域というものの再定義、あるい

は再構築という問題は出てくると思うんですね、これは、直接的に行政の当面の課題としては

浮かびにくいかもしれませんが、公共サービスの担い手や仕組み等の問題も間違いじゃないん

ですが、やはりもっとベーシックなこととして、「地域をどうしていくのか」ということがあり

ます。福祉の世界では、地縁プラス準広域性みたいな定義づけをすることもありますが、町内

会とか学区だけではなくて、地域が重層化していくんじゃないかなと。その辺のことも、確か

に現実に動いているので、地域の再構築みたいなことについての問題提起はあったほうがい 

いのかなという印象を持ちました。 

○日詰会長 木村さん、今のご指摘は、この本文の中で表現する方がいいんでしょうか。 

○木村委員 可能であれば、ここにあったほうがいいと思います。 

それともう１つ。これは、おそらくＡ４で印刷されますよね。もしこれがＡ４見開きぐらいの

大きさの表になるんだったら、もうちょっと楽しく華やかに、若干細かい字での説明も入れた

いです。ビジュアル化するとかという方向もあります。これ以上文章を入れるというのは・。 



○日詰会長 ちょっときつい。 

○木村委員 うう、きついです。 

○日詰会長 かえって、何か文字ばかり多くなっちゃって見づらくなりますね。 

○木村委員 ええ、読まずに飛ばされちゃうかと思います。スペース的に広くて可能なら、や

はりどこか人間の問題、行政の問題、それから地域の問題、やはり地域の再構築というのは、

触れるべきことかなという気がいたしました。 

○日詰会長 そのあたりもご検討いただくということにしましょうか。例えば、先ほどもお話

がありましたように、とにかくスリム化できるところはスリム化して、最低限の表現でここに

まとめ上げるという工夫をされているということで、これはＡ４版をＡ３版にして折り込むと

いうようなことはもともと考えておられなかったわけですよね。この概要のところ。 

○事務局 そこまではまだ。 

○日詰会長 考えてませんね。 

 だから、そうしてみてもいいんじゃないかと。舌足らずなところを、そうやって少し緩和し

てみてもいいんじゃないかという、そういうご提案だったと思います。 

 それから、小野寺さんの方で先ほど出ていたこの並べ方の問題。例えば個人からコミュニテ

ィーがあって経済社会があって情報活用、そういう順序。つまり、２番目と３番目を入れかえ

てみたらどうかというような、そういうことも、ちょっとご検討いただけますでしょうか。 

○甲賀委員 ようやく何か皆さんのスピードに追いついたという。何の話をしているのかなと

ようやく今、理解ができましたので。 

 この２ページのこういう概要、要はそのホームページでいうとトップみたいなスペースをつ

くるというのは、いい手法だと思うんですよね。それぞれクリックしていくと、その中の中が

見えてくるというのは非常にいい方法だと思うんだけど、ただ、危険なのはこの現状で今、４

つの分類、それ課題で４つ入ってますけど、このまず分け方がさっきからいろいろ出てるんで

すけれども、現状からすぐに課題とは僕もいかないと思うんですよ、はっきり言って。 

 現状と課題という言葉も、何か違う気がするんですね。それを、あえてこういうふうに入れ

るべきなのか、あるいは現状の課題というか現状の問題とか現状のテーマとか現状の変化、よ

くわかんないけども、何かそういうものをあえて４つに無理やりくくらなくても、もっと例え

ばトップページという意識でいったら、もっとたくさんあってもいいんじゃないですか。 

 それを、すごくなるべくコンパクトにしよう、スリムにしようというふうにした結果、例え

ば現状で物の豊かさは心の豊かさみたいな、僕もよく使う言葉なんだけども、それは便宜上使



ってるんだけども、非常に陳腐な言葉なんですよね、今や。そのマーケティング論から言った

ら、今言ったらもう今さらこんなこと言ってるのというような話じゃないですか。 

 だから、どうしてもまとめようとするとそういう言葉になっちゃったりするんだけれども、

僕はもう少しここがたくさんあってもいいと思う。 

○木村委員 固まりとして、中に入れる。 

○甲賀委員 内容に入っときもそうなんですけれども、やはり長い文章、ブロックっていうの

は結構読んでいてもだんだん理解が遠のいていくんですよ。 

 ２の財政悪化、従来の行政の仕組み、機能不全なんて、このブロックなんて読んでるとだん

だんわからなくなっちゃうね。何かこれもっと単純にすれば、何かがわかるかなとかね。少し

これもたくさんあった方がわかりやすいかなという感じがしたんですよ。そうすると、何か違

う言葉がもっと出てきて違和感がないんじゃないかなという感じが。その辺、どういう言葉が

いいのと言われると僕は困っちゃうんですけれどもね。 

○日詰会長 ４つ、現状のところの認識なんですけれども、もうちょっとあるんだけれども、

それをやはり４つぐらいにした方がいいというのは、そういうご配慮があったんですか。 

○事務局 逆に無理やりシンプルにして単純につなぐように、例えば２番目の従来型地縁組織

というところも、例えば従来型地縁組織の弱体化というのを１つつくって、市民活動の台頭と

いうのをつくることも可能ですけれども、そうするとそこから次の課題に引っ張るときに、ま

た課題が入り組んでいってしまうというような状況が実は起こりまして、今、口でうまく説明

できないんですけれども、非常に複雑な線がたくさん引かれてしまうということもありまして

それをわざとシンプルに見せるためにぎゅっとやってる部分は確かにあります。 

○甲賀委員 多分、無理に矢印で課題にくっつけようとするから、多分そういうことが起きて

くるんじゃないかなと思うんですよ。だから、それ放置しちゃってもいい気がする。問題とい

うか課題というか現状というか、それをくくっておいて、放置した状態でいいんじゃないかと

思うんだけども。 

○木村委員 では本文ときちっとはリンクしなくてもいい形にしちゃうということ。 

○甲賀委員 いやいや、本文変えるでしょう。変えるんだけど、当然。変えるというか分散化

してくるというかね、例えばですよ。 

○木村委員 ４個を塊にしたら、こっちも当然変わってくるわけですね。 

○甲賀委員 そう。 

○事務局 実は、中高生に読んでほしいという気持ちは最初からありまして、最初小学生だと



思ったんですけれども、とても無理だということになりまして、だんだん中学生かなと、中学

生もちょっと無理かな。じゃあ、高校生ぐらいというような気持ちではいるんですけれども、

そうするとこれ以上複雑になったときに、頭の中に入っていかないんじゃないかなという気が

したんですね。もともとの理解がない。 

○甲賀委員 僕は逆なんですよ。それが、もっとシンプルになってくる。 

○松木委員 もっとわかりやすくなると思うんです、逆に言えば。 

○甲賀委員 例えば、従来型その地縁組織の弱体化と市民活動の台頭というのを同じブロック

で述べるということが、すごく複雑になっていた。それはすごく関連性がもちろんあるんだけ

ども、そうじゃない見方というのもあるわけじゃないですか、市民活動の台頭というのが、従

来型の地縁組織が崩壊するから市民活動が台頭するわけじゃなくて、そうじゃない、ここにも

「また」みたいな言葉でつないでいるけれども、同じブロックに入れるとどうしてもその関係

性というのを見てしまうじゃですか。それも、現実として市民活動は台頭してきたんだろう。

それは、多分従来型の地縁組織の問題、弱体化の問題だけじゃなくて、いろいろ環境問題のこ

ととか、いろいろな問題が騒がれてということだと思うんだけれども、その方が逆にシンプル

にわかりやすい感じがするんだけどな。 

○日詰会長 例えば、あえてこういう枠組みという部分にこだわるとすれば、例えば３つ目の

ところですね。従来型地縁組織云々というのがありますけれども、例えばコミュニティーない

しは地域社会に残っていることみたいな形で大きく括っておいて、その中で個別、具体的にじ

ゃもっと具体的にはどういうことを思ってるのかという形で、大括りにしてやってみたらいい

んじゃないかなという気はするんですけど。 

 あるいは、価値観っていうんでしょうかね。そういうものは、どういうふうに変わっている

のか。生活意識とか価値観とかですね。日本の経済状況とか、あるいは日本の社会の現状とい

うんでしょうか。ＩＴ化とかグローバル化とかいろいろありますけれども、そういうちょっと

大きめの枠組みの中、枠で括っておいてその中をかなり個別、具体的に書いていったらどうか

というのもあると思うんですね。 

○谷澤委員 大きな枠組みの中に、個別具体的なものを書いていくという方法も１つあるし、

あともう１つは、１つの現状から１つの課題にいくわけではなくて、世の中は多少入り組んで

いるものだから、大きな現状が幾つかあった中で、課題も１個から１個に来てなくてもいいと

思いますし、もう１つさらに言えば、さっき甲賀さんがおっしゃった現状はもっといろいろな

ことがあるという中の１つに少子高齢化があったり、それは従来の行政の仕組みの機能不全と



いうところにあるのかなと思いますけど、20年後どうなっているのかなという、そういうのが

ありますし、課題に足りないなと思う点では、透明性や、ずっと最初から思っていたオープン

であることは課題の１つであると思うので、そこが足りないなと思うので、やはり４つに分け

ることに無理があるような気がします。 

○日詰会長 限られた時間ということで、それはあるので、要するに、この最初の出だしのと

ころのなんといいましょうかね。このシンプルにするということ、もうちょっと発想を変えて

みていただいて、大括りの状態にしておきながら、何かもうちょっと問題点っていうんでしょ

うかね、それを増やしてみるということはできるんじゃないかなという気はします。 

○野口委員 ただ私は、これを行政の職員の行動基準とするという形では非常にわかりやすい

と思うんですよ。皆さんおっしゃてること確かなんだけれども、これを職員の人に見せて、お

まえらこれからこういう形で市民と協働していくんだよというようなことでは、全く僕これ非

常にわかりやすいと思って、だから行政の人が行政用につくったのにはわかりやすい教科書に

なること。皆さん言われていることは確かなんだけど、僕は余り文句つけたくないなという感

じでいる。というのは、これがだれに向けたものかということが非常にあれなんですが、行政

の一般の職員という形にしておけば、非常にわかりやすい。 

○武仲委員 ちょっと私も同感。さっきからお話を伺っていてすごく思っていることがあるん

ですけど、私はメーリングリストの中でも尋ねましたが、これは行政の方が読むという目的の

もとで書かれてるという明確な回答がありましたので、中学生、高校生に対しての教材という

ことではもっと違う言葉で表現したいんですよ、私たちからすると。 

 なので、そこの分野はそこの分野で別につくってくださいと私は言いたいので、一緒くたに

しないでほしい。やはり、次世代に育っていく子供たちに説明する言葉ではないです。一緒く

たにしちゃうこと自体が無理があるような気が私はさっきからするんですけれども。 

○甲賀委員 僕もそう思います。ただ、逆に言うと、行政の方に読ませるんだったら、もっと

内容を濃くしてもらいたい。 

○武仲委員 そうですね、そうですね、それは私も。 

○甲賀委員 そんな言い方しますと、すごい辛辣な言い方だけど、例えばこの情報化社会だと

かネットワークの社会の問題を、これだけでは片付けられないですよ。多分、文章的にいった

ら。だけど、インターネット社会というのは、意外とこれを見るとよく書いてあるんですよ、

例えば。ネットワーク社会もね。それ、いわゆるマスコミュニケーションのこういう支配社会

から、そうじゃない双方向であったりみたいに書いてあるんだけど、むしろ問題はそこで今、



生まれてきているネットワーク、インターネットが生まれたことによって起った全く別の問題

というのがすごくあるわけですよ。本当は、そういうことを触れていかないと、例えばもし行

政の意識であるとかね、そういうところまでに対して進めていくのであれば、最低限その辺ま

で理解をしたところじゃないと考えられないかなと思います。それは中学生には難しいかもし

れませんが。 

○武仲委員 読み手っていうのは、絶対明確にすべきだと思うんですよ、私も。 

○日詰会長 今、こういうものをつくって、行政の職員の皆様に加えて、市民の方々に読んで

いただこうという両方ですね、見ながら書いているということで、そういう意味では少し焦点

が、読ませる相手方の焦点がぼやけているという部分もあるのかもしれないので、そこをどっ

ちに重きを置くのかといったところで、大分内容が変わってくるのかな。 

○木村委員 読み手として中高生も想定し職員も想定しても、僕は矛盾してないと思います。

わかりやすくという意味では。僕は銀行で、退職者も入れると１万人の読者を相手にコミュニ

ケーションとってやってきまして、難しいことを女子行員にわかるように書くわけですよ。そ

れで、一番読んでくれるのは管理職でした。つまり、わかりやすいものは誰だって消化できる

ということ。ただ、ボリュームの問題とかがあります。とにかくスリムでシンプルにというこ

とでいったんで、それをわかりやすくということになると、ボリュームがずっとふえていくこ

とになります。そこを解除、ボリュームを解除すれば、ターゲットは同じであっても、つくり

得ると思います。職員を想定したから中高生は否定するとか、二者択一的な考えはしたくあり

ません。 

○武仲委員 私も、そういう意味で申し上げたんではなくて、中学生ですとか高校生にわかり

得る説明というのは、もっともっともっと簡素にしなければいけないし、もうちょっと想像力

のある言葉で表現してあげたいという思いがあるんですよ。余り断定的な言葉で書き表現して

しまうと、次世代の子供たちに次の世代をつくり上げてくださいっていうふうになれば困らな

いじゃないですか。 

○木村委員 クールで事務的ですからね。 

○武仲委員 だから、それを混ぜちゃうと違うかなという私の思いなんですけど。ちょっと言

葉が……。 

○木村委員 実は中高生もわかるものというレベルで職員向けに書いておくとしても、もし中

高生向きということであれば、中高生バージョンとしてもっとリライトしていく。もとを固め

てあればあとは作業的には楽なので、実際に可能であればそのほうがいいかとは思います。中



高生とかご家庭の奥様とかに読んでいただくには、物語風の雰囲気を持たすとか、見出しとか

いろいろ工夫をするなど。 

○小野寺委員 今までいろいろお話を伺ってて、現状、課題が引っ張られるのはちょっと私も

あれかなと思ったんです。その理解の部分というか、解決の方向みたいなところの真ん中にき

て、直接矢印がなくてというような形で私もいいかなとか思いました。 

 ちょっともう１つ、現状をという意味のところで、今、問題になってる従来型の地縁組織の

弱体化と市民活動の台頭、ここに服部さんが「と」が書かれていたみたいに、これは分けても

いいなかとやはり思いました。４つが５つになるなら、もし可能であれば分けられる。なぜそ

う思ったかと言うと、従来型の地縁組織が弱体化したから市民活動が台頭してるわけじゃない

ですよね。 

 だから、「と」っていうつなぎ方はやはりちょっと無理があって、地縁組織の弱体化という中

には、こういうふうにもう行政が最初にそういうことをしつらえたみたいなところのその流れ

みたいなところと、少子高齢化やいろいろな意味のことも全部含まれている、いろいろな問題

になって、市民活動の台頭というのは、市民活動っていうのはあるミッションに特化した形の

ものを自発的に動かせないからやっていく、行政がやってるところがおかしいからということ

じゃなくて、違う形で流れてきているんで、それを「と」で結んでしまうと、この行政、公共

的サービスの担い手や仕組みの見直しという形だけでは表現できない、それでそういうふうに

しちゃうとちょっと強引すぎるかなと思いました。 

○日詰会長 読み手を、どこに焦点を置くのかということが１つあるわけですけれども、その

場合に、例えば主には行政の側がつくるということになるので、基本的には行政の方々の意識

改革というんでしょうかね。そこにかなり大きく貢献してもらわないといけないということに

なるわけですよね。 

 その部分でつくられたものが、市民の側にも受け入れられていくということで、市民の方の

側が今、行政はこういうふうな取り組みをして、こういう市民都市に向けて動き始めたんだと

いうことで、市民の側にもある程度理解がなされていくということでしたね。両方が、うまく

実現できればいいわけですけれども。やはり、今回はある程度庁内の職員の意識を変えていく

というところのツールとして使われていくという方がいいのかなという気がするんですね。 

 それで、これをベースにしながら先ほどご紹介いただいたような群馬県でしょうか。群馬県

の方の取り組みとして、もう少し違うバージョンでこれから時代を担うような世代の子供たち

が、こういう枠組みの中でどういうふうな生き方をしていけばいいのかという、そのヒントが



得られるような、そういうものを別途つくってみるというのが、そういう試みができたら、こ

れは恐らく市民生活やそれから次なる１つの課題、ないしはお仕事になるのかなと思うんです

けれども。そういったところでもう少し今、ご議論されているようなところを、もっと肉づけ

していって、やってみたらどうなのかなと思います。 

 それで、ただそうは言っても、今、出てきている現状からすぐ課題に結びつくかという議論

はありますけれども、現状のところでこの４つにコンパクトにまとめてしまうということでい

いのかどうかという議論があると思うんですけれども、例えば小野寺さんはこの３番目のとこ

ろをちょっと切り離してみた方がいいんではないかと、そういうのがありますけれども、この

現状のとらえ方、つまりこういうような現状があって、こういった問題とか課題を解決すると

いうことで、この施策の方向性、真ん中の施策の方向性へ結びついてくるだろうと思いますの

で、この現状とか課題というふうに置かれているこの最初の部分のこの分け方というんでしょ

うかね。こういう区分けの仕方を、もう少し皆さんが今、ご議論をされていたような方向で、

改善してみていただくという方向に進んでいただけないかなと思うんですけれども、どうでし

ょうか。 

 一応は、パブリックコメントを求めるということになっていまして、こういう素案的なもの

を12月、きょうは皆様のお手元に、今後のスケジュールが置かれていますが、別に日程的なこ

とでとやかく言うことはしませんけれども、ただ、市民の方々にも投げかけてみたいというこ

とですので、ある程度のところはお出しした方がいいのかなと思うんですよね。 

 そうすると、やはりあと２週間しか作業時間がないということになっちゃうので、これを大

幅に変更していくということが少し難しいんではないかなという気がします。 

 ただ、改善できるところは改善できるので、現状のところですよね。現状のまとめ方がもう

少しふやしてもいいし、あるいは工夫されてもいいと思いますので、そのあたりを少しご検討

いただければと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○事務局 これ４つのくくりにするかとか、それとその現状と課題を必ず１つにつなげなけれ

ばならないという提案については、恐らく幾分の余地があるかなと思うんですが、文量につい

ては、具体の方の比較的最初の方の協議の中で、最初の３ページちょっと現状と課題があった

と思うんですよ。余り長いと読まないよというような、最初に話があったんですね。 

 そういうこともあったので、この表現の仕方とか何を取り上げるとかいうのは工夫していき

たいと思うんですけれども、文量についてはそれでもやはりもっとやらなきゃだめだというこ

とであれば、そういうようなとり方をしますけれども、もし文量はこのぐらいで２ページにお



さまるようにとか、それか６ページぐらいでもいいから、もうちょっと書いた方がいいか、ど

ちらか決めていただけると、次の作業がやりやすいんじゃないかなと。 

○日詰会長 それは、今のこの具体的な。 

○事務局 後ろの方の現状と課題ですね。 

○日詰会長 この文言の、実際文章化されてるところですね。 

○事務局 そうそう、文章化されてる部分ですね。 

○日詰会長 このボリュームを、もう少しふやすかどうかという話ですね。 

○服部委員 現状と課題は、２枚ぐらいで私十分じゃないかと思うんですけれども。目標、目

指すものがぼんとくるので、現状と課題はそんなにたくさんボリュームなくても、私はいいと

思います。 

 それよりも、なぜ協働が必要かとか、市民活動のところ、わかりやすい言葉で書かれている

と思うんです。こっちの方に力が入れば、現状と課題は、この基本指針の中にそんなにたくさ

ん盛り込まなくても、２ページあれば十分かなというふうに思います。 

○木村委員 確かに、読むにはこのぐらいまでですね、上限というか。活字が嫌いで、ものを

考えるのも嫌いな人にも読んでもらうためには。そういう意味ではやはり、特に「現状と課題

」のところは、細かく書いたらきりがない、むしろどこか前文ところで逃げて、特徴的なこと

だけに触れたというような形にしておけば、これよりもうちょっとシンプルにできるんじゃな

いかなと。すべてを網羅して、たとえば「ネットワーク社会の光と影」なんていうのは、きち

んと書こうとすると、情報の送り手中心でものすごいものになっていっちゃうんで、頭のとこ

ろか何かで逃げればいいと思うんですよ。そうしないと何だ、これだけの社会認識かと思われ

ちゃいますから。 

○東山委員 やはり、ここは現状と課題というのと、この指針自体は要するに市民活動と行政

との協働活動のあり方を模索するというか、ある一定の方針を決めるんだけれども、やはりこ

の現状と課題というのは世間全体の現状と課題をとにかくやって、それでそれを解決するため

に、その協働作業としてどういうアプローチの仕方あるかいなというのが中身になると思うん

ですよ。 

 だから、ここのところに今、その現状と課題というのが、そこまで必ずしも峻別されてなく

て、現状と課題と出ちゃっているから、どうも何か私らの頭が混乱していたのかなと、今、だ

んだん気がつき始めたんだけれども。それで、今、何で気がついたかというと、例の群馬県の

これは今、皆さんの議論を聞きながら、議論もおもしろいから聞いていたんだけど、本も結構



読むとおもしろいんです。何かっていうと、やはり一つ一つの問題点を全部出しているでしょ

う。だから、例えば今の世の中でというと環境問題なんか絶対外せないわけなんですよね。そ

ういうのがどうしても出てないし、だからそこのところを何か峻別して考えると、もうちょっ

とすかっといくかなという気がしないでもないんですけれどもね。 

○小野寺委員 作業部会の会議録を最初の方から見てみますと、最初のところでやはり自治基

本条例があって、市民参画条例があって、この市民活動基本指針という富士山型の中で、もち

ろん提言書の内容とか指針の内容は、ちゃんとそういう形で出されて、それのもとで考えてく

ださいということで、ある意味、やはり市民活動の推進のための指針という部分もやはり課題

のところは出していくべきなんじゃないかなというふうに思っています。 

 なので、最初見たこの４つのポイントというのは、ある程度特化した部分では強調すべきと

ころかなというふうに感じたんですけれども。なので、ただいろいろ聞いていてあと地縁組織

のところと市民活動は分けると、その市民活動のところの部分としていいのかなというふうに

感じるんです。 

○木村委員 ただ、それは、一人歩きするから、富士山体系の自治基本条例から総合計画から

行革まで含めて、わかっている人で見てくれる人は少ないんで、若干どこかにそういうことの

注釈を入れておいて、だからここではというふうにすれば、きちっとなっても小野寺さんの言

ったような形にも落とし込んでいけるんじゃないかなと。それも何もないとこの程度の現状認

識みたいなことね。 

○服部委員 市民活動と協働が必要な背景の現状と課題にもっと絞っていいと思うんですよ。

そうしないと、本当にもうどれにも当てはまる現状と課題になっちゃうんで。 

○木村委員 だから、そのことを前書きすればいいと思うんですね。 

○小野寺委員 でも、東山さんのおっしゃったとおり、グローバルで考えれば環境問題なんて

外せないというのは、本当にそのとおりなんですけど。 

○東山委員 なんかその世間全体の背景っていうのが、一枠ね、こうざーっと入るとね、それ

で今度そういう市民活動と行政のシステムとをどうマッチングさせるかという、そこでまた具

体的な課題が出ていますよというような話ね。極端にいえば、昔集落で道普請なんてあったけ

ど、そういうのがなくなっているからどうだという話とかになるわけですけどね。 

○日詰会長 そうなんですね。ここでボリュームを張りきって大きくしてしまうと、ちょっと

あとの方がぼやけてしまうんですよね。 

 したがって、現状の認識のところについては余り大きな議論をしても、あとの方を読ませた



いわけなので、やり方を。 

○坂野委員 何かこの後の方向性の方も見ると、結局すっきりと現状と課題をまとめてあるに

もかかわらず、要は結論として従来の仕組み、やり方では対応できないということでまとめち

ゃっていますよね。だから、要は今の世の中がもう複雑過ぎて、今の仕組みややり方では対応

できない、今までのものじゃ手に余るということがわかればいいのかなと思うので、何かすっ

きりまとめる必要はないのかと思い始めています。こんなこともある、あんなこともある。だ

から、手に負えませんというふうになれば、下には続くかなと思うんですよ。こういう４つの

矢印ではないような気がして。 

○日詰会長 このままだと、やはりそういう誤解というんでしょうかね。それはあるかもしれ

ませんよね。本当はもっと。たくさん。要するに非常に複雑化した社会の中においては、いろ

いろな問題群があるわけだけれども、いろいろな問題群の中のこれは１つの事例だよみたいな

理解にしておかないと、４つだけかみたいな誤解をされてしまう、あるいはつくった人はこれ

だけしか理解してないのかみたいなふうになっちゃうと、それはこちらの本心じゃないわけで

すよね。 

 したがって、この概要の書き方に実は大きな問題群のその１つを、あるいはその幾つかをた

だピックアップしているに過ぎないんだみたいな、そういうことがわかるような表現方法がと

れればいいのかなという気がするんですけれどもね。 

○高岡委員 例えば、やわらかい言い方にすると、多様化、個別化したニーズへの対応「とか

」とかね。よく「等」と書いてあるんじゃないですか、この「等」は何を指しているのかとい

うのを考えたんですけど、「とか」といえば今風でわかりやすい。何かそういうことがあると、

まだいろいろあるんだなという、思えるかなと思うんですけど。 

○日詰会長 私は、こういう最初のところに、見通しが立つようなそういう全体の鳥瞰図を出

しておくというのはいいことだと思っているんですけれども、この上の部分が４つに限定され

てしまうような誤解を受けるようなことだけはちょっと避ける、そういう表現をとってみたら

どうかと。 

○事務局 現状っていう枠の中にいくつかあって、そこから矢印が１本引いてあって課題があ

る。矢印１本でつながるという、そんな感じでよろしいでしょうかね。 

○日詰会長 だから、あえて課題を一つ一つ抽出していくから難しくなっちゃうんですけれど

も、一応そういう非常に複雑な現状が今、あるという、あるいはそういう現状のもとに、そう

いう環境のもとに今、行政も市民社会も置かれているということがわかればいいと思います。 



○池田委員 生涯学習だと、成熟社会と情報化社会と少子高齢化社会においてという形で、３

つで簡潔に分けているんですけれども、でも、市民活動の中にはそれこそ環境というものも入

ってこないとか、地縁型なんていうのは入ってこないんですが、生涯学習では成熟社会、情報

化社会、少子高齢化社会、この３つの柱で立ててきているんですよね。その中において、なぜ

生涯学習が必要なのかということで。 

○日詰会長 だから、多分私も池田さん的な発想なんですね。要するに報告にして、その中を

少し細かくしていけばいいというような感じを受けたのは事実なんです。だから、このところ

だけ少し工夫をしていただくということでどうでしょうか。具体的な括り方というのは難しい

わけですけれども、少しここのところを大括りにして、その中身のところですよね。例えば今

、池田さんのご発言ですと、成熟社会の中にもいろいろな側面があるわけで、そういうものを

やはり一つずつ上げていくという手はあるわけですね。 

○池田委員 今、おっしゃったように、成熟社会の中に物の豊かさより心の豊かさへというこ

と含めていますので。 

○甲賀委員 物の豊かさから心の豊かさへって、よく10年ぐらい前にありましたね。何かいろ

いろスポンサーをだましてきたからね。これをね、今のうちの学生なんかに言うと、何言って

いるの……って。 

○池田委員 そうそう。何かそれですーっと引いちゃうような気がするんですよ。 

○甲賀委員 それ以前の問題で彼ら悩んでるっていうことだから。だから、僕は安易に最近使

えなくなっちゃたんですね。しかも、こういうふうに文中で入ってくる分にはいいんだけど、

１個ポンと出てくると、何かせっかく新しいこういった基本指針をつくっているんだけど、何

か古い言葉だよなっていうのが感じちゃうじゃないですか。それじゃ、それにかわる言葉は何

かっていうのがあるかもしれないけれども、それはすごくこういう言葉っていうのも、逆にこ

ういう入れていくとなると、選ばないといけないかもしれないですね、ここの部分は逆に。そ

うしないと、次に入っていけないんじゃないかなという気がするんですよ。 

 だから、さっきのその２ページの絵か４ページの絵かという話は、もちろん質の問題だと思

うんですよ。質がちゃんとしっかりしてて、すごく先ほどどなたか言われたけども、こういう

言葉じゃなくてもっとイマジネーションが沸く言葉みたいなものだったら、結構読むんですよ

ね、意外と。いきなり、物の豊かさから心の豊かさへ、行政の仕組みの機能不全ってなっちゃ

うと、何か漢字ばっかりだしなとか。それが、もう少しソフトに入ってくると、なぜ市民活動

はふえたのなんていうと……。市民活動の台頭なんて入ってくれると……。 



○日詰会長 恐らく、甲賀さんがおっしゃることはまさしくそのとおりなんですけど、それも

役所の文化の中に入ると、これが非常に心地よい言葉になっちゃうんじゃないかという気がす

るんですよ。いや、これは通じるんじゃないかなと私は思うんですね。 

○松木委員 それは逆にまずいんじゃないですか。 

○日詰会長 だから、そういったところをこれから変えていくということになるわけです。 

 ただ、読めない、つまりそういう感性にまだなってないと思うんですね。 

○甲賀委員 きょうの発言の中で一番厳しい言葉ですね。 

○日詰会長 やはり世代間の格差というのはあるわけで、例えば私の大学でもそうで、やはり

もう定年間際の教官にこういうものを読ましたって、要するに今、甲賀さんがおっしゃった最

近の言葉で読ましてもわからないんですよね。だから、書くものも結局はこういう非常に固い

ものになってしまう。要するに、書けないんですよね。 

 だから、読ませ方の工夫というのもあった方がいいのかという気はするんですね。 

○池田委員 そうすると、かなり離れて、それこそだれに読ますかって、じゃ、これは役所だ

けで読ませるのかということになって、市民とかけ離れてしまうので、言葉の上でね。それこ

そ離れちゃうっていうのかしら。すーっと活字離れみたいな感じになってしまうので。 

○日詰会長 例えば、政府が出しているいろいろな白書のたぐいがありますけどね。あれも非

常にわかりづらいけれども、でも最近大分やわらかくなってきていますね。 

○池田委員 読みやすいですよね、白書。生涯学習のもそう。 

○日詰会長 もう10年ぐらい前の話だと、すごく難しかったですね。でも、最近はやはりわか

りやすくなってきている。やはり過渡期の段階にあるのかなという気はするんですけれども。 

 そこまでうまくやわらかくできるかどうかだと思うんですね。でも、こういう言葉というの

はすっと入ってくるわけでしょう。例えば、財政悪化、従来の行政の仕組みでは機能不全とい

う。例えば機能不全という言葉を一般社会ではそんなに使わないけれども、私もこの方がすっ

と入っちゃうわけですよ。そういうものを読んでいるから。 

 決して、市民との間のバリアをつくるという意味じゃないんだけれども、例えば中川君なん

か読むと、こういうのは余りすっと入ってこないでしょうか。 

○中川委員 最初は考えました。 

○日詰会長 そうなんですよね。 

○服部委員 でも、中の文章とかは意識をされてわかりやすく書かれているというのは随所に

見られるので、さっき先生が言った鳥瞰図にぱっと収めるための言葉選びをもうちょっとして



いただければ。コンパクトにまとめる、１枚にまとめる作業が、実は本当はすごく難しいんで

すね。だから、１からやってくださいって言っているみたいで申しわけないけれども、１枚に

はまとめてほしいし、その言葉選びをもうちょっとしていただければ。 

○東山委員 さっきの繰り返しになっちゃうんだけれども、やはり今のその市なり社会が考え

ている問題点というのは挙げておかないと、要するにこの概要の部分だけがひとり歩きしちゃ

って、要するにこれだけしか検討しなかったのという、それが皆さんの努力というか、これだ

けまとめるって大変だと思うし、ディスカッションというのがそこだけで変に軽んじられちゃ

うというか、そういう評価でね、中がくくられちゃうというのは、何かもったいない。 

 だから、いろいろな状況はもちろん承知の上と。それで、市民協働という、活動という切り

口でやると、こういうふうな問題点が出てきているよという、その言いわけというか、それだ

けはぜひ私は入れていただきたいような気はします。 

○日詰会長 どうでしょうか。皆さんもそういうお気持ちでいらっしゃいますか。中川君どう

ですか。 

○中川委員 僕が気になってるのは、この「理解」のところなんですけど。 

○日詰会長 その後で議論しましょう。 

○中川委員 はい。 

○日詰会長 その現状の出し方ですけれども、先ほどから出ているような形で、もうちょっと

ほかの問題点も一緒でいいでしょうかね、それも少し膨らませて入れてみるような形で考えて

みたらどうでしょうか。あと、申しわけありません。ちょっとまたご発言なさってない方、お

られるかと思うんですけれども。 

 次、「理解」の方なんですけれども、このあたりの表現、これどうでしょうか。中川君。 

○中川委員 現状、課題と続いて、その理解とか解決の手段というのは結構大事だなと僕は思

っているんですけど、そこが何か必要だと思っていまして、その考察というか、ここが僕は一

番見にくいなと実は思っていて、何でかなと思ったら、矢印が縦に全部向かっているのに横に

もあったりしているからかなというのがまず１つ。その中にも縦は１つあるじゃないですか。

しかも、その一番左の理解のところに、従来の仕組み、やり方では対応できないというところ

の、矢印の意味がそれぞれ違うというか、だからわかりにくいのかなと思います、縦の矢印は

流れみたいので、横のも流れなんですけど、いきなり左の協働の必要性っていうところがぽん

と出てきたみたいな感じで見えて、しかも一番右の行政の役割のところとでも協働の意識の定

着ってあるじゃないですか。何かここはこれでいいんですか。僕、ちょっとよくわかんないん



ですけど、ちょっとなれてないので。 

○坂野委員 私もすごく気になっていたんです、そこが。もともと、これは市民活動・行政協

働のための指針になっているんですけれども、従来の仕組み、やり方では対応できない、から

一足飛びに協働になっています。協働っていうのはその仕組みとかやり方の１つの手段だと思

うんです。でも、それがすごくクローズアップされてというか、それに集中していて今回は指

針をつくるというふうになって、何ていうか、協働ありきみたいな感じに思えるんです。タイ

トルにそう入っているし。 

 そこがいま一つ引っかかるということと、もう１つはそこまで協働を強調するにもかかわら

ず、こんなふうにちょろっと「協働の必要性」と書かれているだけで、もうどんどん行政とし

てどうやっていくのか、みたいな話になっているのが解せないなと思います。中を見るとなぜ

協働が必要なのかとか、協働の定義とかっていうことを詳しく書いてあるにもかかわらず、こ

こでこんなふうにないがしろにされている、かわいそうな感じがします。ここの真ん中に書い

てある、「だれが、どの公共的サービス提供の役割を担うのが最もよいかを常に考えうんぬん」

ここを、もう少し言い方を変えると、協働の説明みたいになるのかなと思います。なので、「こ

んな現状、課題があっても、１つその解決の手だてとして協働というものがあるよ」というの

をバンとうたってあげて、その説明みたいなものが真ん中に書かれている、としたらどうかな

と思うんですけれども。 

 協働が、ほかのものと一緒のように隅っこの方に置かれているし、中川さんがおっしゃった

ように、どっちをどう見ていいのかわからないような図になっているので、もう少しメインの

ような見え方にした方が、概要図の中では生きるのではないかと思いました。 

○日詰会長 そのところですね。理解というネーミングは少しつけていただけるということに

なってるわけですけれども、縦矢印とそれから横矢印が、１つのボックスの中に入ってるとい

うこのあたりですね。表現方法の問題だろうと思うんですけれども、そのあたりですね。 

 ほかに、同じようなご意見とか。 

○松木委員 そうですね。概要は、本文があってこの内容だと思ってますんで、ちょっと全体

的なことになってしまうかもしれないんですけれども、今回のこの指針というものが、じゃ果

たして指針って何ないんだというところにちょっといってしまうんですけどね、結局読ませて

もらっても、ちょっと何て言うんでしょう。何でこれをつくっているのかとか、あるいは市民

都市静岡市の実現という目標はあるんだけれども、その先のビジョンが描かれてないとか、指

針って何なんだろうと。このままだと、ただその仕組みづくりみたいなものに終わってしまっ



ているんじゃないのかなというのがあって……。 

 しかも仕組みっていうのも、今、坂野さんと同じで、協働することのためのというところが

どうも強調されてしまっているかのような感じがして、去年、僕たちがキックオフ宣言をつく

ったときに何を考えたかというと、まず最初に一般市民も行政職員も一生活者であるよと。そ

こへ立ち返ってから、次のことを考えていこうというようなことも含めて、なぜ市民活動って

いうものが必要なのかとか、そのためにという、そのために描いていくのが市民都市というよ

うなことをちょっと何となく思い出したんですけどね。 

 この辺が今回の見ると、この具体的施策の頭にも書いてあるんですけどね、協働の相手であ

る市民活動の拡大っていうと、市民活動って協働の相手のためだけのものなのかなというふう

なこととかね、その辺の描き方がちょっとわかんないんですけど、その辺皆さんどんなふうに

考えているのかと。 

○日詰会長 ほかにいかがでしょうか。 

○小野寺委員 真ん中の部分、私も気になっていまして、この表現だと長過ぎてちょっと読み

にくいというのが、まず直してほしいなと思うことと、もう１つ、だれがその公共的サービス

の提供の役割を担うかというと、もうサービスが大分もう決まっているということを前提で書

いているということなんです。それは、市民活動のタイトルとずれていますよね。なので、ど

んな公共サービスが必要かという部分、そこのところから市民それぞれがやはり必要なものを

ちゃんと検討していて、そのことを選択する、行政がやるべきことと協働でやるべきことと、

市民がやるべきか、市民活動でやるべきところか、企業がもしかしたら社会貢献をやっていく

とか、またそれがコラボレーションしてやっていくのか、いろいろ形があるのでこの書き方で

真ん中の部分が来て、行政の役割ときてしまうと、とても不十分という気がします。なので、

ただ文章を短くすることとその辺のところの前提のところをつけ加えていただきたいと。 

○工藤委員 私も真ん中の部分が気になって、役割を分担するというのが、さっきの小野寺さ

んがおっしゃったように、まず決まっていて、それを１、２、３に分担するっていうんじゃな

くて、提言書に書いてあったように、リンクしている部分がたくさんあっていいということで

、役割を想像して、結果的にいいものがあればいいということで、リンクする部分が大事なん

だよというのが、確か提言書にもそういう例であらわしていたと思いますが、それと、ここの

やはり主語が何かよくわからない。行政なのか市民か、「みんなが」であるとするならば、分担

ということがやはり言えるんじゃないかなと。 

○甲賀委員 やはり、さっきだれかが理解という言葉じゃなくて解決っていうようなけども、



それがやはり抜けてる気がするんですよ。施策の前に、解決の１つの方向性みたいな、こうい

う現状がいろいろな問題があるよと。クリアしていかなくちゃいけない課題もいっぱいあるよ

と。ということは、まずそれは理解しましょうということじゃないですか。それは、だから問

題の理解と同時に、問題の裏側に潜んでいる部分はまず理解しておかなくちゃいけないですよ

ね。それを理解した上で、どういう解決の方法があるのか。その中の幾つかいろいろな解決の

方法があるんだけれども、例えば静岡市とすればどういう解決を、それは協働という言葉なの

かもしれませんけれども、という何か解決を、大きな方向性があって、それを具体的に実施す

るためのこの施策があるよというような。 

 だから、何か解決の方向性というか、何かそれが１個この中に入ってくると違うかなという

気がするんだけれども。 

○日詰会長 恐らく、この概要というか、骨組みそのものを、かなりわかりやすくシンプルな

ものにしようということが、逆に今、皆さんがご発言になったようなそういうところに結びつ

いているのかなという気がするんですけれども、ただ、そのところを多分本文の方で補ってい

こうというふうに考えたのかなとは理解しています。 

 だから、いかがでしょうかね。概要に関しては、ほとんど文章がつかないわけですね。「はじ

めに」みたいな形、それからこのまま、構成からいくと目次があって、ぽんとこれが出てきち

ゃって、その後プロローグが入ってくるという形ですよね。エッセンスだけのつけ足しになっ

ちゃっていて、逆に誤解を受ける部分があるのかなという気がしないでもないんですけどね。 

○事務局 多分、理解の枠の一番右下に書いてあるプロセス重視というのがあるんですけれど

も、「とにかくやってみよう」という方を重視しているので、前提条件の理解とか細かいところ

より、とにかく「やろう」という部分を強調して書いているのは確かです。 

○日詰会長 そうなんですね。例えばこのように市民活動の団体とか、あるいはＮＰＯと接し

ている方々にとっては当たり前のことであるかもしれないけれども、じゃ、なぜ自分たちがそ

ういう市民活動団体や、あるいはＮＰＯと一緒に仕事をしなくちゃならないんだというそもそ

ものところから、始まるのかなという気がするんですけれどもね。だから、そういうことさえ

もわかってもらえない人もいるかもしれない。 

 これは、我々が活動していく中でも気づくことなんですけれども、これは県外の自治体の中

でも、行政職員の方々のＮＰＯ、あるいは市民活動に対する認識というのはかなり温度差があ

るんですよね。それは、静岡市の内部においても同じなのかなという気はするんですね。 

 そういうところからすると、今、事務局がおっしゃったように、まずやってみようじゃない



かというようなところから出発するというのは、非常に理解ができるんですよね。その中から

いろいろと学んでいくことがあって、気づきがあるのかなという気がするんですけどね。とに

かく、やってみなきゃわからないというところがあるのかなという気がしますね。 

○谷澤委員 でも、日詰先生がおっしゃったようなこと、さっき松木さんがおっしゃったこと

と似たようなことを感じていまして、要するに、プロセスが大事な割に、何ていうのか、評価

のシステムのところがちゃんとしてないなというのが思ったんですね。 

 人は、やはりだれでもこの指針のままでいくと、気持ちを持っていって、市民活動の人たち

と一緒に頑張ろうよというところはすごく伝わってくるけれども、やはりそこに評価がないと

一部の物好きの人が頑張って終わっちゃうような感じがすごくあって、プロセスを重視して、

市民協働をもう少しちゃんと構築していくためには、リスクを負ったときでもトライした人に

は評価を与えるとか、評価のシステムのところをメインにしていくことと、そしてやはりもう

１つこの真ん中のところで事業をまずやるのかどうなのかの見直し。そして、それはだれがや

ったらいいのかの見直しをどこでするのかということもちゃんと明記していないと、結局各課

でやるのか予算のところでやるのかというところまで、まずプロセス重視ならそこまでやって

ほしいなと。 

○日詰会長 先ほど来出ているそのご意見の中で、従来の仕組み、やり方では対応できないか

ら協働にいくと。我々の提言の中でも、協働という言葉は随分大事にしていますし、強調して

いるわけなんですけれども、そこのところに何か、例えばいろいろな方法ややり方があるわけ

だけれども、その１つのやり方として協働というのがあるんだということはわかるような形に

なった方がいいのかなという気がしますよね。 

 それから、これから行政の姿勢としてどういうふうな姿勢が必要なのか。あるいは、どうい

うような役割、行政の役割というふうに言っちゃうと、何か言い過ぎかなというような気がす

るので、行政はこういう方向性、あるいは姿勢でこの市民活動、あるいはこれからの行政のあ

り方というものを考えているんだというぐらいにしておいた方がいいのかなという気がするん

ですよね。 

 プロバイダーという言葉から、コーディネーター、ちょっとこの言葉に私は違和感があるん

ですけれども、実はコーディネーターという言葉を使わないんですよね。プロバイディングと

いう言葉を使うのと、もう１つはエネィブリングという言葉をよく使うんですよね。それも、

この前ちょっとお話したんですけれども、エネィブリングという言葉そのものが業界用語なの

で理解が難しいということで、供給役から要するにサービスを一方的に供給する方の側から、



むしろサービスの提供のあり方を調整していく。その場合、いろいろなサービスの提供者がい

るわけですから、そこの中に入って調整役になっていくというのが１つの趣旨なんです 

 それは、この前のプレゼンテーションのところで出てきた、いわゆるガバナンスという言葉

を今、よく使うんですけれども、その共治っていうんですね、共に治めるという、共治という

考え方を使うと、公共サービスを提供するのは行政機関だけではなくて、ほかにもたくさんあ

るわけですから、その中の全部が１つの機関として提供していくということになるだろうと思

うんで、その場合、やはり行政が行政がと、どんどん前面に出ていくわけではなくて、一歩引

いて、いろいろな方々と調整しながら一番ふさわしいサービスの提供のあり方を考えていくと

いうところになるわけですよね。 

 だから、そういう意味では役割というよりも姿勢なんだろうと思うんですけどね。そういう

姿勢があった方がいいということなんです。 

 真ん中のところのボックスの表現ですが、これについても、皆さんから今、ご意見が出され

ていましたので、このところですよね。縦の流れの方がいいんではないかということなんです

けれども、これはやはりスペース的なところで横になっちゃっているっていう感じですか。だ

から、横とか縦とかっていうのは余り意味のないようなんですよね、実はこれは。うまくそこ

のところが表現できるといいんですけれども、真ん中のところの表現方法は、何人かの皆様か

らご発言いただいたようなところもあるし、ご検討いただくということに。 

○小野寺委員 協働の行政も、坂野さんがおっしゃったみたいに、ここにこうなくていいよう

な気がしますね。 

○日詰会長 だから、対応できないから、何かそれにかわるものが必要ということですよね。 

○小野寺委員 だから、隣の矢印でシンプルな方がもっとわかりやすいので。 

○日詰会長 だから、協働というやり方もあるんだよという形で出していく。 

○小野寺委員 やはり、１個の手段だけ特化してここで。それで、また真ん中にあれがくるっ

ていうのもおかしいでしょう。 

○坂野委員 従来の仕組み、やり方では対応できないというのは、課題の一番大きなものです

ね。解決の方向性としては、協働というのがあるよという出し方の方が何かすっきりはいく。 

○甲賀委員 僕は、それは課題よりもそれは「理解」だと思うんですよ。この従来の仕組みや

やり方、もう１個入れるとすれば意識では対応できないということを「理解」しないと、何も

進まないんですよ、多分。そういう意味では、僕はそこは「理解」でいいんだろうと。その次

にいきなり協働の必要性っていうのが出てるのがおかしいなという。それも、何か「理解」と



いうような気がするんだけどな。 

○日詰会長 なるほどね。確かにそうです。 

○小野寺委員 これがそうでしょうね。これが、このすべての現状とか確認のところに。 

○甲賀委員 それを理解してくれないと何も起こらない。 

○日詰会長 そうなんですよね。その理解があって、初めて次のところで、じゃ、どういうふ

うにそれを解決していけばいいのかというところで、協働っていうやり方もあるよという話に

なっていくわけですよね。 

○小野寺委員 市民側のあれですかね。 

○甲賀委員 うん、多分市民も意識しなくちゃいけないという。 

○日詰会長 そういう形で発想していくというのは、多分そうだろうと思いますね。 

○小野寺委員 ちょっとごめんなさい。やはり、先ほど日詰先生もおっしゃっていたプロバイ

ダーとコーディネーターという言葉、私、すごく引っかかるんですけど、どうせそれを出すな

ら供給役と調整役の方がシンプルでいいなと思ったんです。 

○日詰会長 供給者から調整役、供給役から調整役へという言葉では十分通じますけどね。 

○事務局 先ほど松木さんのお話がありましたね。私たちの提言、どこにどうなっているのと

いう話なんですけれども、いただいた提言は、割と網羅的といいますか、市民の役割というと

ころで大きくうたっている部分があるじゃないですか。 

 もちろん、それは正しいことだし、私たちも思っていことですけれども、先ほどありました

自治基本条例の話から、体系的な流れと言ったときに、私たちが今、目指すところは、それは

本当にピラミッド型かわからないですけれども、自治基本条例があって参画条例があって、そ

の下に例えば市民活動推進条例が出てきて、それに基づくものが今回の基本指針だと思ってい

るんです。その中のエッセンスをとったもの中で、市民活動との協働というものを、協働のた

めの読本みたいな感じでつくっていくのが指針だということを、策定部会の中で話し合ったも

のですから、だから、提言のすべてがこの中に入ってくるんじゃなくて、この中のエッセンス

からつくったものが私たちのこの指針となって出てくるよという理解で作業を進めました。そ

ういう提言の受け取り方が今回の指針に当たるということです。 

○木村委員 関連の質問いいですか。先ほどもちらっと言ったことなんですけど、提言の中に

は市民、市民活動、行政、企業ということをいろいろ定義してあるのですが、たしかコミュニ

ティーについては触れてないような気がしたのですが。自治基本条例のほうで、その辺はきっ

と書くのかもしれませんが。日詰先生も、基本条例の方の委員でいらっしゃるから。だから、



そっちで出ちゃっているからいいんだよということならここで触れなくてもいいんですけれど

も、少なくとも。 

○日詰会長 いや、多分これが先行するんですね。多分、一番先行するのがこれで、あとは環

境基本条例ですね、それが先行しますよね。 

○小野寺委員 定例の中では、市民活動の役割としてコミュニティーの構築とか再生っていう

のは出ていませんか。 

○木村委員 出ていましたか。 

○小野寺委員 その前は、そこでこれまでの地域社会のあり方を総合的に破壊し、その問題解

決の新たな仕組みを構築することが、市民活動の役割ですと明確に書いてあるので、触れてな

いことはないです。なので、５項目にするというのも意味があるんですよね、最初の課題のと

ころで。というふうなことも。 

 それと、もう１個庁内会議のところでやった中に、問題の指針の内容についての協働のとこ

ろを議論した、３回目ぐらいにＮＰＯとか行政とか企業、その周りにやはり公共の福祉という

枠組みがちゃんとあって、そういうようなところはそれぞれ別のところにボランティアの存在

があるしというようなことを触れて考えてくださってますよね。なので、そういう考えてくだ

さっている部分をもう少し出していただくと、皆さんが言ったことは解決するのかなという。 

○木村委員 コミュニティーがらみで、個人とＮＰＯと企業とだけじゃなくて、地域というも

のに対しても、なんらかの言及がほしいなというふうな気がしました。 

○日詰会長 わかりました。じゃ、それもどこかに入れられるようであれば、最初の多分現状

のところでコミュニティーの問題、あるいは地域社会の問題というのは触れられていくんだろ

うなというふうに思いますので、そことあとリンクするような形で、どこかまた表現できそう

であれば盛り込んでいただきたい。 

 大変申しわけありません。時間がもう７時半を超えていますが、もうちょっといいでしょう

か。最後のところですね。具体的施策のところで、最後の章ですけれども、こういうものを受

けて、市では具体的にどのようなことを施策として考えられるんだろうかという多分メニュー

だろうと思うんですけれどもね。これを、全部やるということにはならないと思うんですけれ

ども、メニューとしてこんなものが考えられるということで、具体的な施策が出されているだ

ろうと思うんです。 

 これについは、何か皆さんご意見何かあるようでしたら。 

○松木委員 10ページを見ればわかると思うんですけれども。アの３番、行政職員の意識改革



といったときに、研修会の実施しかないんですよね。これだけで、意識改革ができるのかなと

いうのを僕は非常に、これだけ意識改革をしなきゃいけないということを言っているのにかか

わらず、研修をやればできると思うのかなというところが疑問でした。 

○木村委員 僕はこの中でね、いろいろなものが詰まっていてこうしちゃったんだろうなとい

うふうに、個人的に解釈しましたけど。確かに、単純な研修会だけじゃなくて、いろいろなと

ころから。だけど、全部ひっくるめちゃって言ったのだなという。さまざまな研修を実施する

という意味なのかなというふうに。 

○松木委員 これだけのことをやる研修会って、じゃ、どんな研修会なのかという、理解させ

るための研修会っていうのは相当の研修会なんだな。 

○事務局 ここは、他にもどんどん出していただいて構わないんです。 

○日詰会長 そうですね。どうでしょうか。 

○谷澤委員 さっきの評価の、市民活動と協働するということは、こんなふうに夜になるわけ

ですし、土日になったりするわけなんだけれども、そういうことに対する評価というのが、や

はり協働に係る評価とフィードバック制度の構築推進なんですか。 

○服部委員 評価とは、評価委員会みたいなものがするのかななんて、勝手に理解してたんで

すけどそうじゃないんですか。そういうわけではない。 

○谷澤委員 じゃ、ここの２だね。２が市民活動、協働に関する行事の取り組みの評価。 

○日詰会長 それは、自己評価なんでしょうか。３の２のところですね。 

○事務局 実は、これ１個１個、事業をもんでいったわけではなくて、思いつくまま書いただ

けなんですよ。ですから、これがどうなるかというのは今後の話なんで、それをそういうふう

に解釈すればそうなるしというぐらいの、今の状態ですけど。もちろん、もう少し注釈はつき

ますが。 

○日詰会長 例えば検証、評価の推進というのがあるんですけれども、３の１、３の２という

のは、主体は行政ということになるんですか、市ということになるんでしょうか。要するに自

己点検みたいな形になるんでしょうかね。 

○工藤委員 でも、やった市民団体はどうなんですかね。市民団体の評価も入ってこないとお

かしいですね。 

○日詰会長 そうですね。それはそれで市民団体もやらなきゃいけないという話。多分、思い

つくままということで、どんどん出してやったのがこれだと思うんですけど。どうですか。 

○坂野委員 別のことで。 



 短期、中期ぐらいで指針を見直していくというようなことを、提言には施策として盛り込ん

だんです。何かそういう賞味期限みたいなものは、どこに入れたらいいのかわからないんだけ

れども、あった方がいいかな。 

 今、行政がプロセス重視で結果はわからないけれどもやってみようなんてことを言うのは、

すごい画期的なことだと思っていて、それは本当に大切なことだとも思う。それは、結果の不

確定さとさっき事務局がおっしゃったけれども、そうではなくて、何か物差しみたいなものを

今までとは違うものにするというような意味合いだと思うんですね。 

 それを見直していくのが、この指針の中には欲しいところだと思います。今の段階は、プロ

セス重視ということが必要かもしれないけれども、ある程度データが蓄積されて本当に指針と

してつくれる段階になったら、また変わってきますよね。この段階が見えるような部分があっ

たらいいんじゃないでしょうか。ほかの都市の事例の中には、年限を中・長期と区切って施策

をちりばめた書き方をしているところもあるけれど、そういうことも必要かなと。 

また、ここにたくさん出ているものは、研究という段階のものもあれば、検討としてあるも

のもある。その辺の整理が必要かなというふうに思います。 

 なので、何か賞味期限というか、時間経過、タイムラグみたいなものがわかるように。 

○小野寺委員 最初に、これ協働の相手である市民活動の拡大とか、協働の機会をふやすと最

初につけて具体的なことを書いてあるんですけど、協働の相手であるといったら、その段階に

来ている市民団体なり市民活動であるっていうことですよね。協働の相手というのは、対等な

立場でちゃんとできるというのが大前提なので、そのことに対して市民活動育成を中心という

項目がくるのもこれ変だと思いますよね。 

 いろいろな段階があるって、さっきお話うかがったみたいに、市民活動の現状としてはいろ

いろ混沌としていろいろありますね。それぞれに対して施策は違うだろうし、市民活動が社会

に及ぶということでの公共的サービスという切り口で、行政がちゃんと見つめていくことはす

ごく大事な視点なので、そこの部分は、だからこれ分けなきゃいけないと思うんです。その前

の部分と、協働の相手である部分に対して、どういうふうなことをやっていくかという、現状

としてそういう段階があるという分析であったのであれば、そういうことを並行してやってい

くというふうに。 

 そうしないと、もう最初から協働の相手であると言いながら、市民活動を育成しなきゃいけ

ないとか支援しなきゃいけないという立場で、もう行政はそれを考えているというふうにこれ

最初のところで見えてしまうような気がするんですよ。そんなふうに思ってないだろうけれど



も外から見ると、私はそういうふうに解釈したので、それをちょっと書き方を変えてほしい。

あと市民活動の理解のところの真ん中のところでも抜けていると言ったことなんですけど、そ

れは施策を決める前の段階で、ほかのことでいうとＰＩだとかって言っているような、そうい

う形のものでどんどんもっと柔軟に解決していく、方向が決まる前に市民の意見を聞くとか、

市民活動の意見。それで、協働の相手というのは、実際には市民活動であり個人ではだめなん

ですね。結局は、団体同士のというのと、市民活動団体ということに多分特化していくことに

なっちゃうんじゃないかなと思うので、契約するわけですね、協働して何とかという。 

 そういうようなことをすると、そこの部分もちょっと違うので、そこはやはり一度そういう

市民活動、市民がボランティアとか社会的な、公共的なサービスの問題を、そういうところに

迎合していったり、市民都市静岡の実現に向けてやる部分と、行政が見ていく部分と、そうい

うのもちょっと分けてもらえたらいいのかなと思います。 

○木村委員 （４）のところに「協働の推進及び市民活動拡大のための施策」とあるんですけ

れども、具体的施策のほうにいくと、トップに「市民活動の育成」がきて、それから「協働の

推進」がきて、評価がきます。つまり、前面に協働が出ている。行政の実務面ではそういうこ

とかもしれませんが、（４））のタイトルは、活動の育成が頭にきたほうが素直かなという気が

しました。それから９ページ、10ページで、先ほど松木さんに反応して、研修会の中身として

は、もっといろいろあるじゃないかと思ったんですけれども、よくよく見たら、例えば市民の

意識改革というところでは、パンフレット、ホームページなどと非常に具体的なものが出てい

るんですね。そうすると、たとえば庁外研修の実施とか、強制的にボランティア活動をやらせ

るとか、そういうことが出てこないと、表現内容が不統一になってくるので、具体的であるほ

うがいい。意識改革のところと次の活動拠点の整備のところ、ここがやけに抽象的です。活動

拠点のところでは、推進センターの整備はいいんですけど、既存施設活用の推進というのは、

これは例えば既存施設のネットワーク化まで考えているのかとか、非常に具体性に欠けている

ところがあるんで、できれば具体的にしたいです。 

○日詰会長 ありがとうございます。 

 先ほど、小野寺さんが出されたご意見、気になるんですけど、協働の相手である市民活動の

拡大に協働の機会をふやすということで、協働の相手として市民活動をとらえる以上は、そこ

における対等性というんでしょうかね。それが必要だという認識であるとすれば、その市民活

動育成というのは、その上下関係というか序列関係をつくってしまうことになるのではないか

ということになると思うんですね。 



 要するに、対等であるのであるとすれば、もっと市民のところまで降りてきて、例えば育成

という言葉も使うことそのものが、何か市民の活動を上から見ているというか、そういうイメ

ージになってしまうわけですよね。そのところで、もう少し具体的施策の出し方も少し変えて

みた方がいいんじゃないかというご意見ですよね。 

 このあたり、特に人材育成、これはよく議論されるんですけれども、行政が人材育成に対し

て、あるいはここに出ている市民の意識改革にどこまで踏み込めばいいのかという話はよくあ

りますよね。それで、例えばよく市民活動を育成するとか、協働のコーディネーターを育成す

るというのは、これはもう市民の方に任せておいた方がいいんじゃないかという議論があるわ

けですよね。あえて、そこまで行政がやる必要性があるのかどうか。 

 だから、このあたり入れるべきなのかどうかという、そもそもの議論になるのかなという気

がしますね。つまり、ここで言うところのその市民活動の拡大、充実という中では、やはり市

民の側も努力しなければならない部分があって、場合によっては行政がそこまでやっちゃうか

ら、逆に市民活動団体が成長できないんだということにもなり得るわけですね。むしろ、行政

がやらなければ、市民活動団体、ないしはＮＰＯ団体の方がどんどんやっていってくれるし、

そこに委託するという考え方で出てくると思うんですね。 

 だから、この辺どうなんでしょうね。人材育成とか市民の意識改革までやる必要性があるの

かどうか。 

○甲賀委員 僕は、１番目の人材育成って行政のことだと思ったのですが。 

○日詰会長 市民の方を育てるという話です。 

○甲賀委員 ああ、僕はその行政の方が市民活動リーダーを庁内の中で育成したり、協働コー

ディネーターを育成したりするのかと思っていました。静岡市の職員は、職員の中にボランテ

ィアを育成し、協働コーディネーターも育成し、市民活動リーダーを育成し、静岡市職員が率

先して新たなＮＰＯをつくっていくって言ったら、これはすごいなと思ったんだけど。 

○日詰会長 そうなるんであれば、私は……。実は、そうじゃないですよね。要するに市民に

育ってもらうということを行政がやりますという話なんです。でも、ちょっと違うなという感

じがするんですよね。 

○甲賀委員 僕は、今、そういうことを行政職員に意識改革の中に盛り込んでくれってことを

言いたかったんですが。 

○木村委員 今の点は、県の指針作成のときももめまして、何か講座やったり、アドバイザー

という名称を与えるというあたりで、一部急進派の人からすごくかみつかれたんですよ。それ



を聞いていて、確かに、行政が市民のことにそこまで介入してくるのはおかしいという意見。

これは、ポリティカリーコレクトではありますが、現実の問題としては、やはり下心があろう

となかろうと、育成はしてもらったほうが、市民が行政の言いなりになるということじゃなく

て、必要なことではないか。県でやられているＮＰＯ大学院なども、思想教育のためのカリキ

ュラムじゃないでしょう。 

○日詰会長 そのとおりですね。 

○木村委員 ですから、やはり役には立つんですよ。理論的には、行政がやるのはおかしいと

いうのは、間違ってないと思うんですけれども、よほど変な人が変な気持ちでやるんじゃない

限りは、やってもらった利益というのは市民にはおりてくるし、そこからは育っていく。だか

ら、僕は、やってはいただいたほうが、行政にとっても市民にとっても得かなと思います。そ

れともうひとつ、市民の意識改革というところなんですが。会社員は会社が面倒見ますよね。

公務員は役所が面倒を見ますよね。ところが、市民の面倒を見る人っていうのは、町内会長と

か自治会長はそんなことやらないでしょう。だから、市民全体のありかたについて責任が持て

るというのは、市民の集合体で信託した行政しかないんじゃないかという気がするんです。な

ぜ、このように市民の意識改革というところを気にしたかといいますと、メールにもちょっと

書いたんですけど、企業が、ＩＳＯの絡みで、これから企業の社会的責任に対して、協力企業

と社員まで含めて、雇用から人権まで含めた新しいＩＳＯの基準が国際的にできようとしてい

ます。これの狙いは多分、あくまで推測ですが、ＢＩＳとか経済基準で世界が日本を縛ってき

ましたけれども、日本はそれをクリアしちゃいましたから、そうなったら、次の手としては、

もう人権とか労働問題とか、そういったところで締めていくしかないと。ＳＷＥＴＳＨＰＯ（

たこ部屋）みたいなところで働かせて人権を無視して、それで経済基準をクリアしていても、

困る。そういう日本を抑え込むのが狙いではないのか。それで、そういう動きに対応して、ソ

ニー、リコー、松下電器だったかな。大手メーカー系の企業が、国際基準が完成する前に、自

社基準を今、つくっています。例えばソニーケースですが、オランダで、プレイステーション

の接続コードを納入した業者のコードが、オランダのなにかの規制基準を超えていたんです。

それで、そのことが糾弾されて、ソニーはプレイステーションを全部回収しなきゃならなかっ

た。つまり、納品している取引業者、協力企業の責任も、親メーカーが全部負うべきだという

国際的な規制が生まれようとしています。企業が、そこまで人権から雇用の問題まで含めて厳

しい規定を持っていると、市民の社会的責任、意識が一番遅れてしまうんじゃないかと、僕は

危機感を持っています。ようするに市民というのは、社会的責任意識が一番育たない層になっ



ているんじゃないかという危機感です。これを解決していくとなると、やはり行政しかないん

じゃないか。これが、市民の意識改革問題にこだわる理由なのです。 

○日詰会長 さっき私が申し上げたのは、人材育成とか市民の意識改革にもやはり段階が、段

階というかレベルがあって、どこかは多分行政はかかわるべきだろうと思うんですけれども、

そのすべてにかかわる必要性はないなと思います。例えばそのとっかかりの部分でのいわゆる

啓発とか、市民の意識改革の普及とか啓発のための講座とかっていうのは、これはあっていい

と思うんですけれども、さらに踏み込んだところで、行政が市民のリーダーを育てていくとい

うところまで行っちゃっていいのかどうかということなんですよ。ある程度市民活動団体が力

をつけてくれば、当然自分のところでそういう力を持って講座を展開できるので、そのあたり

はもう行政は手を引いて、そういう団体にお任せした方がいいんじゃないかなということなん

ですね。 

○木村委員 そうすると、ここはもう少し抽象的な書き方にとどめておくということでしょう

か。 

○坂野委員 提言のときも、支援とか、育成とかって言葉は使いたくないという意見があり、

すごく苦労して書きました。働きかけとか機会の創出とか、情報の提供とか、そういう段階の

ことを書いていくのがいいんじゃないかと。ここには普及・啓発とか情報共有・公開とか書い

てあるんですけれど、これに含まれるものに、例えばだれかに講義をしてもらってみんなが聞

くなど、教育的な場面も出てくるかもしれないけれど、育つか育たないかは受ける側の問題で

もあるし、余りそれを認定みたいに、リーダーとしての格付みたいなことはあってはならない

と思います。 

○池田委員 私も１つ。人材育成という言葉には、やはり行政の市民活動に対する人材育成と

いうことと、もっと小学生や高校生という社会人、市民社会って社会人だけじゃなくて、小学

生から育てていく必要があるということの２点を感じていて、それを含めた人材育成というふ

うにとらえていたんです。 

 静岡市が、前に市の職員がボランティア活動をすることを推進してるというのを何かニュー

スで読んだことがありますので、行政もそういう形で市民活動を勉強していってもらうのはい

いなと思ったんです。 

 それと、もう１つは今回テラ子屋を一緒にやって学生を育て、市民活動というものを育てて

もらっています。静岡大学の学生は、大学の講座にＮＰＯに関する概論があって下地ができて

いるものですから、すごく理解が早いんです。やはり下地をつくる基礎づくりとしては、小学



生が総合学習の時間でボランティア活動をしていくのが、後の未来の子供たちの市民活動へつ

ながるなと感じますので、行政がそういうふうに学校なんかに提言していく、市民活動の講座

を持たせてくださいとか、そういう形まで連携をしていってもらうといいかなと思いました。 

○服部委員 具体的施策のところで、やはり育成という言葉のとらえ方としては、市民活動を

育成するというのは抵抗あるっていうのは確かに小野寺さんのおっしゃった「対等であるはず

なのに育成はおかしい」ということはわかるんですけれども、人材育成に関してはやはりそん

なに過敏にならなくてもいいと思いました。 

 具体的施策になると、多分これ予算化の中でこういうところが出てくるんじゃないかと思う

ので、やはりこのリーダーの育成的なところが全くなくなっちゃうと、さっき日詰先生が言っ

たみたいに、どこかに受託するにしても、こういう項目を削ってしまうことによって、そんな

に何でしょう。お金の落としどころがなくなっちゃう。そんなところまで考えてなくてもいい

と思うかもしれないですけれども。 

○木村委員 予算が通りにくい。 

○服部委員 絶対通りにくいですよ。項目がなくなれば。 

○木村委員 抽象的になるから。 

○服部委員 全くないですよね。だから、こういう育成のための事業をするよというふうにあ

れば、それをどう使うかというのはそこから先のさっき言った市民団体に引き下げて講座をや

ってでも、育成してでもいいと思うんですけど、こういう言葉がなくなっちゃうと、全員がみ

んな対等な協働の立場ができるという市民団体は、はっきり言って数少ないと思うので、私は

やはりこの部分ってまだ必要だし、そこに投げられるような部分は残しておいてもいいと思い

ます。 

 ただ、これが余りにも具体的なところに入っちゃっているので、表紙の概要のところでは、

この育成の言葉のところはもうちょっとやはり考えた方がいいかなというふうには思います。 

○事務局 １つだけ、確認なんですけれども、その委託ということは、行政の要はお金を使う

わけですから、行政の計画の中に要ります。運営団体がどこであれ、委託という場合に。これ

載ってこないということは、資源は行政とは全然違うところ、みずから調達して人たちでやる

と、そういう場合はこれに載せなくていいと、そういう整理は一応皆さんの共通理解としても

っていただきたいです。 

○小野寺委員 私は、最初の項目の中で、今、３つ挙がっているのだと不十分だということと

ちょっと分けてほしいとさっき言ったんですが、この３つでも、もし３つをどうしても挙げる



んだとすればやはりもう１つ。 

○日詰会長 その３つっていうのは何ですか。 

○小野寺委員 具体的施策には、１、市民活動の実現、これ概要にありますよね。３つ挙がっ

ているんですけど、だったらやはり今までその内容の方で話されている意識改革とか行政のと

ころの、それこそだから市民活動理解のための行政マンの市民活動理解の推進とかっていう項

目が１番にまずあっていいんじゃないかというか、そういうバランスで考えると、内容が生き

てくるんですけど、ここのところが全然見えない。それの方が問題なのかなと思う。 

○甲賀委員 もう１項目でももう２項目でも分けて、特にその行政の意識改革という部分は筆

頭ですよ。だって、やはりその理解がさっきいろいろな問題があって、理解をとにかく従来の

仕組みや執行ややり方では対応できないって言っちゃっているんだから、それを変えていかな

くちゃいけないわけだから、そのためには本当にやはり行政職員が全員同じ、だからその今の

市民生活課の方はこれだけ勉強してるわけだから、レベルが高いと思うけれども、ほかの課へ

行ったら全然話通じないよね。 

○日詰会長 そう思いますね。だから、本庁の職員だけじゃなくて、出先の機関の方々にまで

すべてこう実行していくというのは、それはやはり研修っていうんでしょうかね。それが必要

なんでしょうね。 

○谷澤委員 それっていうのは、意識改革だけでできるものなんでしょうか。そこがすごくさ

っきから疑問なんですけれども、どちらかというと、市民グループというのはある程度のもう

ミッションを持ってこのために「頑張らなくては」と思ってモチベーションがありますよね。

例えば、友達に義理で呼ばれたからにしたって、それでもモチベーションはありますよね。 

 だけど、これを全庁職員に渡すってことは、全庁職員の意識を同じにしようということなん

ですよね。そうすると、そういうモチベーションはどうやってその人たちの意識改革というこ

とだけで、本当に高まるのかなというのは。 

○木村委員 こまえ分権社会に関連した職員対象の研修があったんですよ。それで、ご案内が

来たものですから行ったんです。そこで講師に対して質問がでました。職員の意識改革の問題

をどうしたらいいかというものです。その回答は、「なるべく市民の生活の現場に、多くの職員

をぶっつけていくことが大切だ」。それは確かにカンフル剤というか、モチベーションにはなる

と思いました。僕がその関連で考えていたのは、生ぬるい情報公開じゃなくて、よろしかった

ら寄ってくださいっていうような情報公開ではなくて、「ゴムひも買ってくれ」みたいな、そう

いう積極的な情報公開を進めていけば、いろいろなことが明るみになってくる。すると市民は



気づき出すから、徹底した情報公開が理想的に進めば、職員はうろちょろしてられなくなるか

なって思います。 

○小野寺委員 ２回目のところ。解決の方向の最後の行政の役割って書いてありますが、本当

は、もうちょっとここふやしてほしいんだけれども、そこと矢印で具体的施策にきてるはずな

のに、どうも何か話が飛んでいっちゃうみたいな感じがするので、項目立てとしてはこういう

ところの中身がこうだっていうふうに出してくれた方が、読む側はわかりやすいと思うんです

けどね。 

○谷澤委員 本当、そうですね。 

○小野寺委員 コーディネーターの部分はどこへ行っているのって。プロセス重視、どこ行っ

てるのって。 

○日詰会長 ただ、やはりそれは概要の中で全部満たさせるというのは、至難の業なので。 

○小野寺委員 もちろん、難しいので、だから、かえってさっきのもうちょっと項目をふやし

て読みやすくするとかっていうふうにしないと、本当は縦のラインにつながるはずなのに、う

んって、あれって、思わないかなって思います。 

○日詰会長 それは、例えば９、10のところも具体的な項目と、今、小野寺さんがおっしゃっ

たような役割のところをリンクされるようなものをつくるとか、図にするか、あるいは文書に

するかわかりませんけれども、そういう工夫はあれば、わかるかと思います。 

○小野寺委員 そうですね、はい。 

○日詰会長 ただ、この１枚の中で、全部を表現するのは難しいような気はしますけどね。 

 ただ、先ほど甲賀さんがおっしゃったように、市民活動、育成という言葉を使うかどうか迷

っているんですけど、その中の人材の問題については、やはり意識改革のあたりを先に持って

きたりとか、あるいはもう少し項目をふやしてもいいかなという気がしますよね。 

 そのあたりは、事務局にお任せするしかないだろうと思うんですけれども。今、人材育成と

か意識改革の問題が出ていますけれども、それ以外のところで何かありますでしょうか。私ち

ょっと質問をさせていただきたいんですが、コミュニティーファンドと市民バンクってどうい

うふうに区別されているんでしょうか。 

○事務局 コミュニティーファンドは、どちらかといいますと何か基本的な財産があって、そ

こからの利益を市民活動の助成金みたいなとか、そういうようなイメージがあります。 

 市民バンクの方は、行政が直営するとかそういう意味合いから通常の銀行とか信用組合だと

か、そういうところが今度取り組んでいけるような、ちょっと方向といいますか、そういうよ



うなイメージをしています。 

○日詰会長 なるほどね。つい先日、長野県の話を聞いたんですけれども、長野県では税金の

１％を、これはハンガリーがやってるようなところもあるんですけれども、県民税の１％、ど

の税になるか私よくわからないんですけど、その１％を納税者が指定して、県内のある市民活

動団体とかＮＰＯ団体に回すことができるという制度をつくろうと言っているらしいんですね

。例えば、市民税、どの税金になるかわかりませんけれども、その１％を市内で社会貢献活動

を行っている団体に回すような、そういう制度を研究してみてもおもしろいかなという気はち

ょっとしたんですけどね。まさか、日本でそういう試みを、あるいは研究をし始めるところが

出てくると思ってなかったんですよ。 

○池田委員 イオンでしたか。 

○日詰会長 そうですね。 

○池田委員 売上の１％を社会貢献活動にまわす。 

○日詰会長 そうです、そうです。あれの行政版です。財源の問題もありますけれどもね。 

○木村委員 ちょっと違いますけれども、旧経団連で３％では、企業を対象にして、収益かな

にかの３％を拠出してもらい、それをファンドにしてというのをやっていましたね。 

○日詰会長 だから、先駆的にそういうこともこの中に入れてみれば、指針としては画期的な

ものになるかもしれませんけれども。 

 それから、あと先ほど坂野さんが少しご発言になったこととの関連なんですけれども、実は

賞味期限の話でいうと、指針そのものをやはり見直していくというようなことも必要になるだ

ろうと思うんですよ。だから、そういうところも何かあった方がいいのかなと思うんですけれ

ども。例えば、（３）の協働に係る検証、評価の推進のところになる。私たちとしては、そこに

入れましたよね。その中に、市民活動指針の検証とあるいは改定という話もあったので、多分

古くなっていくんですよね。どんどんどんどん時代が変わっていきますから。大体、５年ぐら

いに１度ぐらいは見直していくっていうことですね。それが非常に大事かな。 

○事務局 それは、総合計画でいうところの計画期間みたいな、そんなようなことでよろしい

んですか。 

○日詰会長 そうですね。そういう感じでしょうけどね。 

○事務局 ちょっと検討させていただきます。 

○日詰会長 ほかにいかがでしょうか。 

○木村委員 繰り返しになりますが、拠点整備のところがちょっと抽象的過ぎるので、もう少



しほかの項目と同じような具体化したい。要するに、新しいセンターをつくる。拠点は民営化

する。ところが、残った既存施設活用の推進というのが非常に抽象的です。現実の問題として

は。福祉系をどうするのかとか、市社協との連携とか、公民館、図書館、児童館、いろいろな

施設・拠点をどうしていくのか。既存施設の活用、ないしネットワーク化の検討であるとかと

いった、もうちょっと具体的なことを入れたいなという気がしました。 

○日詰会長 そうですね。ここのメニューが、非常に抽象的なものと少し具体的なものという

のがちょっと混在しているので、同じレベルじゃないだろうと思うんですよね。したがって、

少し具体化できるものはもうちょっとコメントをふやしていったらどうなんでしょうか。 

○工藤委員 最初に戻りますが、目標が市民都市静岡市の実現ということで、これはよろしい

んでしょうか。 

○日詰会長 そうですね。最終的な目標はそこですよね。 

○工藤委員 それで、皆さん見えてくるんですか。市民都市静岡市の実現というのが見えてく

る言葉でよろしいんでしょうか。確認したかった。目標のこと、内容はいいんですけれども、

文言というの、文言は余りそういう発言をしないでと言われていたんですけれども、市民都市

静岡市の実現っていうので。 

○日詰会長 この目標のところですよね。何か、例えばニュアンス的でもいいんですけど、工

藤さんのお考えもしあったら。 

○工藤委員 だれが満足すればいいかと考えると、ちょっとわからなくなっちゃうんですけれ

ども、例えば市民だとしたら、要するに住みやすいとかそういうわかりやすい言葉。市民都市

っていうとなんとそっけないような。この下にもう１行ぐらい何かやわらかい言葉があったら

いいかなと。 

○日詰会長 ああ、もう少しこの市民都市静岡市の実現というものが、具体的にイメージでき

るような。 

○高岡委員 工藤さんおっしゃっているのは、市民都市静岡市を実現して、さらにどういう新

静岡市にするのかっていうそこのイメージっていうことですね。 

○工藤委員 ＣＳみたいな市民満足度じゃないですけど、そういうようなのを表現するような

言葉がわかりやすいんじゃないかなって。 

○事務局 次のページの四角の中の要約ということでいいんでしょうか。主体的に参加してい

るまちという意味であって、手段的な意味合いが大きいので、参画しているということを状態

で見ればそれでもいいですけれども、満足度的なところというのがちょっと余り書いてなんで



すね。 

○日詰会長 最終的には、市民が積極的に能動的に、自分が住みやすさをみずからが行政とタ

イアップしながらつくっていくということなんだろうと思うんですけど。 

 それが、例えば豊かさとか、豊かさとはもういいですよね。きらきらしたとか、あるじゃな

いですか、いろいろと。だから、そういう町になっていくわけですね。だから、一人ひとりが

主体的にかかわっていく、まちづくりにかかわっていくっていうことを市民都市という言葉の

中に込めているわけですけども。何かそういうものが、サブタイトル的に出てくれば、より具

体的になるのかなという気がしますけれども。 

○木村委員 先ほどのくくりのところなんですけれども、確かに自立して責任感ある市民が、

主体的にまちづくりに参加するまちが市民都市であるという、その協働とかまちづくりが前提

になっているんですけれども、我々の提言のほうでは、障害があるなしに関係なくというよう

に、市民の権利に言及していますよね。僕の気持ちでは市民都市というのは、この部分だけじ

ゃなくて、すべての市民の「人間的な権利の保障」がなければ、主体的に参加して自立してい

るだけで市民都市と言えるのかということで、この括弧の定義ですごく引っかかっていたんで

す。主体的な参加だけじゃ、いかにも協働目当ての定義みたいになっちゃうのではないか。自

治基本条例と重複したものになってもいいと思うんですよね。 

○日詰会長 それはもちろんそうだと思います。 

○木村委員 構いませんよね。 

○日詰会長 はい。 

○木村委員 だから、もしできたら入れてほしいなという気がします。 

○日詰会長 なるほどね。 

○木村委員 ＮＰＯというのは、「健常者による健常者のための社会活動」的なイメージがあり

ますが、マイノリティーを尊重できないまちでは、市民都市とはいえないのではないと思って

います。 

○日詰会長 人権論的なエッセンスを入れるということでいいですね。これは、そんなに難し

いことではないなと思いますので、これはその四角囲みのところの文章のところに少し入れば

お願いできますでしょうか。 

 もうあと５分ぐらいでぜひやめたいと思うんですけれども、あとじゃあ甲賀さん。 

○甲賀委員 ６ページの公共的サービスへの定義というのは、余りよくわかんないけれども、

理解できないんですよ、この７ページに書いてあるね。これは、どういう定義なのかな。一般



的にこういうふうに言われているのが定義なんですか、これは。公共的サービスはこういうも

のだっていうのは、７ページに書いてあるんだけれども、それは一般的に言われた定義として

受けとめればいいんでしょうね、そういうふうにね。公共的サービスとはこういうものだよっ

ていう。 

○事務局 これは、むしろ一般的に言われている言葉っていうのは、公共サービスという言葉

があって、これをあえてこちらで定義しています。 

○甲賀委員 新しく定義をされているということですね、要は静岡市として。 

○事務局 そうです。 

○甲賀委員 ということらしいですが、余りよくわかんないんですけどね。この中で、６ペー

ジに要はその公共的サービスを担う３つのセクターということで、行政、市民活動、企業の特

性っていうふうに書いてあるんですけれども、この当然この真ん中の市民活動っていうのは要

はＮＰＯ、法人も入る定義ですよね。ＮＰＯ法人も含めた例えば市民活動ですよね。３番目の

企業っていうのは、一般にそういった法人ではない法人のことをおっしゃっているんですね、

これ。僕も、この第３番目に所属するっていうか、そこを経営してるわけですけれどもね、こ

の利益の追求を動機とする点で異なりますって書いてあるんだけど、今、企業は変わっていま

すよ、もう。変わらなくちゃいけなくなってきている。これを少し補足してあげないといけな

いなという気がします。 

 だから、すべての我々がやっている企業活動が、利益の追求を動機とするという、結果的に

は利益になったりするけれども、それを動機とはしてない部分というのは結構あります。だか

ら、それを言ってやらないと、結構企業家が見ると怒りますよね。 

○日詰会長 それは、先ほど木村さんがおっしゃったことだろうと思うんですね。企業の社会

的責任ということにかなり配慮し始めてきているという。 

○甲賀委員 随分、そういうところが出てきているし、だから逆にいうとこの辺の企業という

ものも、僕はその協働のパートナーとして相当に活用をしていくわけじゃないですか。自治法

も改定になった。それを単純にこういう動機が、経済だけだったら、なかなかそれは協働でき

ないけれども、そうじゃないところを見ていて、やはり常識を欠いているわけだから、これは

結構重要な定義だと思うんです。これをちょっとお願いをしたいなということと、最後に１点

だけ。よくわかんないんですよ、「ＯＲからＡＮＤへ」っていうのが。 

○木村委員 僕もそう。 

○甲賀委員 これが、本当にわからない。特に並列的に扱うと、例えばＡＮＤの方はそれが例



えばシチズンであったりとかカンパニーであったりというのでしょう。というのがＡＮＤって

いうことでしょう。あなたと私。 

○木村委員 ＯＲの方は、行為の選択というか……。「一人で何でもやる」から「みんなでやろ

う」というのならわかるんですよね。 

○甲賀委員 そういうことです。 

○事務局 かわりに何かいい言葉があればということなんですけど。 

○甲賀委員 かえなくちゃいけないんですよ。それは、本当に雰囲気じゃなくて、やはり概念

とか伝えようとしたら言葉しかないわけだから、その言葉というのを本当に慎重に使わないと

すごいことになると思うよ。 

○高岡委員 ちなみに、これ英語をつかってあるので、ネイティブの方たちはこのニュアンス

をどうとるのかというのをもしあれだったら聞いておいていただいた方が、我々の感覚だけで

横文字をつかうと危険な場合があるので。 

 それで、その題名絡みなんですけど、先ほど甲賀さんがわからなくて説明したんですが、「市

民活動・行政協働のための」と、これじゃわかりづらいんですね。「市民活動と行政との協働の

ため」とか、これがちょっと。 

○坂野委員 市民活動っていう言葉が活動のこともいっているし、活動団体とか市民の。 

○木村委員 人のこともいっているし。 

○坂野委員 この定義づけと使い分け。市民、市民活動、それからボランティアというのもよ

く書いている、そういうものがあります。ここに、市民活動とあって、行政と並列に並んでい

るということは、団体というか、組織的なことをあらわしていると思うんですけれど、それで

いいのかどうかよくわからないんです。 

○木村委員 その辺は、最終的きちっと目を通して整合性を持たせていけば、表現の技術の問

題もある。 

○坂野委員 この指針ではこう使っているというのが、全体を通して統一されていればいいと

は思うんですけれども、そこがばらばらだと。 

○高岡委員 その「ＯＲからＡＮＤへ」の下に、せっかくこの市民活動と企業と行政が一緒に

なってと書いてあるんで、ここが上は企業ないじゃんという話になっちゃうんで、一層のこと

「分権社会実現に向けて、協働のための静岡市の基本指針」という方がすっきりしないでしょ

うか。 

○日詰会長 服部さん、行財政改革推進審議会でしたっけ。あそこでも、分権型社会という言



葉が出てきていて、今、静岡市でいろいろな改革のことを考えるときに、分権型社会って１つ

のテーマになっているんですね。だから、こういう言葉が出てきたのかなと思ったんですが、

そういうことでいいんですか。 

○木村委員 出てもいいし、多分職員の方は、これ受けとめやすいですよね、結構言葉が流通

しているから。ただ、読んでいくとかなり真ん中にいかないと、分権社会のこと説明をしてな

いから、最初のところでどこかで説明しておいてあげればいいかなと思うんです。分権社会と

いう言い方と分権型社会という言い方がありますので。 

○日詰会長 あるいはこの用語の解説のところに、分権社会、分権型社会とはどういうことを

意味しているのかということを入れておいていただいてもいいと思います。 

 だから、これは多分市役所の内部では生きている言葉なのかなとも思うんですけれども。 

○事務局 そこのところなんですけれども、分権社会実現なのか、市民都市実現なのかという

のは、いかがでしょうか。 

○日詰会長 それはありましたね。この表紙には、分権社会実現という言葉になっているんで

すけれども、１ページ、２ページのところが、概要の上のところが市民都市実現に向けてとい

うことで、少し言葉遣いが違っているんです。どちらにしたらいいかという。「市民都市実現に

向けて協働のための静岡市」。 

○谷澤委員 何か分権社会というと、それは方法論というか、分権が方法であって、目的は市

民都市の実現。 

○日詰会長 多分、市民都市実現に向けてということの方が、提言の流れからするとマッチし

ているかなという感じを受けますね。 

○野口委員 四角い２つ目のところですね。財政悪化、そこから従来の行政の仕組みの機能不

全とありますけれども、財政悪化は後ろの方がよっぽどいいんじゃないかなと思うんですけれ

どもね。というのは、やはり従来の行政の仕組みの機能不全があってということで、財政悪化

というのはちょっと言いわけめいたこと。何か今、言われているすべての課題は、従来の仕組

みのやり方だとできないということなんだから、それを前の方がいいんじゃないかなと思うん

ですけど、言葉のあやですけれど、そこが何か重要そうに思うんだけどどうでしょうかね。 

○木村委員 そうですね。悪化は、機能不全の結果でしょうね。 

○日詰会長 結果ですね。それは言えますね。 

 申しわけありません。皆様お疲れで、もうこれで終わりにしたいと思うんですけれども、一

応、まだ言い足りないという方もおられるかと思うんですけれども、申しわけありませんがメ



ーリングリストの方に書き込みをしていただきまして、それを事務局の方でまとめていただけ

ればと思います。 

 それで、事務局の方でも、日程の都合があるかと思うので、大体いつぐらいまでにきょうの

議論の続きいけるでしょうか。それで、ご意見をちょうだいしたらいいでしょうか。一応、時

間を区切った方がいいと思うんですが。 

○服部委員 いいですか。きょう、本当は概要がメインだというのに、もう何か随分中に入っ

ちゃったんですけど、こっちはいつやるんですか、中身。 

○日詰会長 中身は、一応パブリックコメントを受けた後に、それを聞きながらもう一度協議

をするって話ですよね。 

○事務局 中身っていうのは語句のことですか。 

○服部委員 そうです。さっきの、甲賀さんがちょっとセクター、企業のところも触れていた

ように、私もこの市民活動、ちょっと考えてほしいというような言葉もありましたけど。 

○日詰会長 それはしていいです。それを、大体ひとまずいつぐらいをめどにやるかというこ

となんですけど。 

○小野寺委員 言葉の修正だけじゃないですね。中身とか、項目立てとかも全部絡んできてし

まう。 

○日詰会長 というかね、基本的にはこの形で、きょうご議論いただいたものをある程度修正

していただいたもので、パブリックコメントをかけていただくということにしたいと思うんで

すよね。ですから、大幅な何ていうんでしょうか。この概念の変更というのはある程度きょう

話ましたので、それを直してもらって、それにプラスする変更っていうのは今回少し待ってい

ただきたいなと。 

○小野寺委員 概要はわかりました。ですが、パブリックコメントをもらうのは全部ですね、

中身も含めて。なので、中身についてはパブリックコメントが出る前から、例えば項目立てに

ついてとか、順番だとか、言葉の意味だとか出し方だとか解釈だとかといういっぱいあると思

います。そういうことに関しては、パブリックコメントの前の段階で、皆さんの意見を出して

もらってやるのか、それともパブリックコメントを受けてから、みんなで受けたのも含めてや

るのか、どういうこと。 

○日詰会長 私は、受けてからでもいいんじゃないかなと思ったんですけれども、どうなんで

しょうか。 

○小野寺委員 はい、わかりました。じゃ、そのように。 



○木村委員 間に合うものは、期限までにね。 

○日詰会長 今のところ、12月22日から１月19日までの間に、４週間程度パブリックコメント

をかけたいということになっているんですね。したがって、それに間に合う日程というと。 

○服部委員 でも、パブリックコメントで出せばいいんですよね。 

○日詰会長 ああ、そうです。逆に言えば。 

○服部委員 メールで出して、それを例えば事務局さんの判断で、じゃここは入れる、ここは

入れないというのがやはりちょっとあちらも大変ですし、何で服部のものは採用したのにほか

のものは採用しないって、そういうのは変ですけど、そうなるよりは、出してパブリックコメ

ントでポコポコ出した方がいいなと。 

○木村委員 ただ、もし何か重大に恥をかくようなところがあったら、それは出す前に直した

方がいい。多分ないとは思いますけど。 

○日詰会長 ですから、とりあえずは皆さんの方でお気づきの点を、大幅な変更というのはち

ょっと難しいと思いますけれども、そこまで行かない程度のところで出していただきたい。 

 大幅な変更を伴うことであるとすれば、パブリックコメント、一市民として出していただけ

ればいいんじゃないでしょうか。それでどうでしょう。いつまで。 

○事務局 すみません、ちょっと今のお話ですけど、パブリックコメントを利用して、市民と

して出していただけるということで、協議会委員としては扱わなくていいよということでしょ

うか。 

○服部委員 いいんじゃないですか。全然いいと思いますけど。 

○事務局 皆さんからのメーリングリストで受けたものについては、細かく対応させていただ

いているつもりなので、とりあえずはいつ出していただいてもいいのかなと。ただし、パブリ

ックコメントに出すものに反映するものについては、やはり期限を切らないとそれは無理なの

でというお話でどうなんでしょうかね。 

○日詰会長 これを見ますと、パブリックコメントが１月19日までで、その後30日までの間に

修正するっていう話がありますよね。その修正の後に、庁内の作業部会があって、その後部分

修正があるということなので、この２月19日までの範囲であれば協議会のメンバーの方々のご

意見が反映されるということになりますね。 

○事務局 できましたら、来週の木曜日ぐらいまでに。内容の大きな変更とか、そういう話に

なると、やはりその期間では無理だと思います。言葉の修正はもちろん最後まで聞きますけれ

ども。 



○日詰会長 とにかく、思っておられるところを、12月11日木曜日までにどんどん出していた

だきたい。 

○事務局 11日の深夜まで。次の日の朝に、僕らが開いたときにあるものまではなんとか。 

○日詰会長 小野寺さんが言っているのは大きな変更なんですね。 

○小野寺委員 大きな変更っていうか、もちろんわかりますけれども、それは何かというと、

３つの柱の順番が違うんですけれども、それって解釈が違うという意味なんですよ。それは、

私たちがつくったときの解釈と行政の解釈が違うので、それってやはり大きな変更なんですけ

れども、内容に触れちゃいけないんだけど、これで議論しないでパブリックコメントを出すん

だって私はちょっと思ってしまって。 

○松木委員 そういった意味では、この今回の指針そのものがもう協働のためのというところ

に限っているからこそ、そうすると市民都市の僕らが考えた市民都市とはずれちゃうから、だ

からそこで市民都市実現と言われても、僕らの考えた市民都市とここで書かれてる市民都市で

はちょっと違うので、だから。 

○小野寺委員 ですから、この意見については、一体それは何をどこで出してどうやって修正

してもらえるのかということを。 

○日詰会長 恐らく、これは市民都市にかかわる概念の我々のとらえ方と市の作業部会のとら

え方との違いがここに出ている。 

○小野寺委員 出ていますよね。 

○日詰会長 だから、そこのところはメーリングリストで議論していくしかないかなと思いま

すね。 

○小野寺委員 それは、お互いにこういうことを話し合うべきことじゃなかったかなというの

が、私はちょっとすごく引っかかるんで。だって、メーリングリストっていうのは一定の手段

であって、顔が見えないので、何か本当の合意が生まれるのか、私とても不安です。 

○日詰会長 ただ、あくまで我々の一定の見解を提言で出しているので、それでその理解が違

って、そこをどういうふうに埋め合わすのかというときに、今回は一応行政の方の側が、その

理解のもとにつくったということになるわけですよね。だから、要するにすり合わせられると

ころはできる限りすり合わせたいという意向で我々の意見を聞いているだろうと思うんですけ

れども、全面的にそれを受けるつもりはないと思うんですよね。行政の場合はね。だから、こ

の全体の構成そのものが市民都市という概念と、その例えばア、イ、ウの構成が、整合性がと

れているんであれば、それはそれで体系化されているんだけれども、もしそれが体系化されて



ないとすれば、それはやはり変えてもらう必要があるだろうと思うんです。 

 だから、小野寺さんがおっしゃっている市民都市という場合、意図が逆になっていますね。

だからその辺のところが、行政の側のお考えに意図があってやっていることなのか、あるいは

逆に何もなくてたまたまこういう順序になってしまったのか。そのあたりだけですよね。 

○事務局 意図はあります。 

○日詰会長 そうですよね。だからそこのところですね。 

○事務局 そこの副題は、こちらでつけさせていただいたんですけれども、これは副題をその

まま読んでいただけると、多分そのままストーリーになっていくので、そういう理解をしまし

たと、そういうふうに考えていただけると……。 

○小野寺委員 私、実はこれは個人的なあれですけれど、開かれた市民都市がなぜスクラムの

前にくるかというと、それこそ相互理解を進め信頼関係を築くために開かれた市民、何ていう

の、個人、だって行政も市民という立場でとると、そういうふうな目安になるんですね、どう

しても。それで、スクラムに進むという解釈じゃないかなと思うので、これはわかります。そ

の説明を読めば、それをスクラムって、相互理解を深め信頼関係を築くというのは、スクラム

市民都市というのは行政の解釈なんだというのもとてもわかりました。わかったんですけど、

やはりそれだと私たちが望んでいる市民都市というのとやはり若干ずれて、それってちょっと

根本的なとこなんじゃないかなという気がするんですね。 

○日詰会長 じゃ、それは２月２日に予定されている庁内作業部会にかけてもらいましょうか

ね。多分、それは我々の方の側のやはりこだわりでもあるわけなので、その市民都市のいわゆ

る構成における考え方という……。要するに、この意図が逆になって、例えば我々の方の側は

開かれた市民都市が、スクラム市民都市があるという考え方をしたその背景があるわけですけ

れども、そうしないと本当の意味での市民都市にならないという考え方は。 

○事務局 恐らく、単純化を僕ら進めていますので、そこについてサブタイトルのつけ方が間

違ってるとそうなるのかもしれないです。ですから、ここはそのサブタイトルがこうじゃなく

てこうだよというようなご提案があれば、多分我々の理解ももうちょっとしやすくなるかなと

思います。この順番だとこうなりますというものがあればと思います。 

○日詰会長 要するに庁内作業部会の方でも、我々のその提言をかなり読み込んでいただいて

いると思うんですよね。その読み込んでいただいた理解が、多分こういう形になって出てきて

いるのかなと思うんですよ。 

 だから、その辺のところの本来の我々の方の側の意図というのはそうじゃなかったというこ



とをお伝えいただければ、いいのかなと思うんですけれども。要は、その市民都市というもの

のつくられ方というか、この３つの概念によって構成されていると。それも、実は意味があっ

て順序があるんだということを我々は言ったわけですよね。だから、そこのところで庁内作業

部会の方でも、庁内作業部会なりの読み方をするとこういう順序になっているわけです。だか

ら、実はそこのところが違うんだということを、小野寺さんの方からご説明いただければ。 

○小野寺委員 そうですね、私が言ったんですからね。 

○日詰会長 ちょっといろいろ不手際があって申しわけありません。ほかの市民の方々の意見

も聞いてみるというのもおもしろいことだと思いますので、とりあえずほかに言い足りないこ

とがある場合には、12月11日までということでお願いしたいと思います。 

 非常に長時間にわたりましてご議論いただきましたので、これをまとめる方も結構大変かな

と思います。とりあえず、審議は以上で打ち切りたいと思います。ということでよろしくお願

いします。 

 


